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信 用 基 金 協 会 検 査 実 施 要 領 

 

  第１ 目的 

        この要領は、農業信用保証保険法（昭和36年法律第204号。以下この要領において「農保法」という。）第56条及び中小漁業融資保証法（昭

和27年法律第346号。以下この要領において「中融法」という。）第66条の規定に基づき農業信用基金協会及び漁業信用基金協会（以下「基金

協会」という。）に対して実施する検査について、基金協会が、農業者等及び中小漁業者等に対する融資についてその債務を保証することによ

り、農業の生産性の向上を図り農業経営の改善に資すること及び中小漁業の振興を図ることを目的としている特質等を踏まえ、検査の視点、具

体的な検査の手続・方法等を定めることを目的とする。 

        なお、本要領は、農保法第56条第３項及び中融法第66条第３項の規定に基づく検査に適用することを基本として作成したものであるが、農保

法第56条第１項又は第２項及び中融法第66条第１項又は第２項の規定に基づく検査についても、該当項目を活用することにより、検査の円滑な

実施が図られるよう措置するものである。 

 また、本要領の適用に当たっては、法令で定められた事項を除き、基金協会の規模や特性を十分踏まえ、機械的・画一的な運用に陥らないよう配慮する必

要がある。 

 

 第２ 主要着眼事項 

    基金協会において、特に着目すべき事項及び点検すべき事項は次のとおりである。 

１ 現物検査 

     現物検査では、検査基準日現在の財産等の帳簿上の有り高と現物（現金、有価証券、外部出資証券等）を照合し、すべての財産等が漏れなく計上されているか

を確認してその信ぴょう性を検証するとともに、内部統制及び管理者の認識等の状況を把握し、内部けん制が確立した事務管理が行われているか検証する。 

 現物検査の検査項目と検証手続き等については、「第３ 現物検査に係るチェックリスト」により行うものとする。 

２ 本検査 

     本検査では、検査基準日現在の基金協会の組織、経営管理、業務運営の状況等について、法令、行政庁通知、定款、規程等に基づき、適正に管理、運営されて

いるか検証する。 

   本検査の検査項目と検証手続等については、「第４ 本検査に係るチェックリスト」により行うものとする。 

   なお、本チェックリストの項目の検証において、問題点の発生が認められた場合、当該問題点が内部管理、経営管理いずれの要素の欠如又は不十分に起因して

発生したものであるか漏れなく検証し、双方向の議論を通じて確認するものとする。 



 

 - 2 - 

 第３  現物検査に係るチェックリスト 

検 査 項 目 検 証 手 続 留 意 す べ き 事 項 検 証 資 料 

 

Ⅰ 現金 

 

１ 検査実施日現在の金種別現金有高を実

査しその現金と現金有高票、現金出納帳

の残高を突合する。 

 

２ 入出金の記録を入出金伝票等により精

査し、検査基準日現在の残高試算表（以

下「試算表」という。）と突合する。 

 

３ 現金の管理は、保安・管理上適切かど

うかを検証する。 

 

 イ 現金の有り高と現金出納帳とは一致しているか。また、現金有高票（日計表）

の金種別残高と一致しているか。 

    なお、不突合が生じた場合は、次の点について確認する。 

  ① その原因、理由は何か。  

   ② 現金の収納事務又は支払事務の手続は会計処理規程どおり行われているか。 

  ③ 規程どおり処理しない理由は何か。 

  ④ 事後処理はどうするか。 

 

 ロ 私金と混交して扱っていないか。また、簿外現金はないか。 

 

 ハ 現金に過不足を生じた場合の処理は適切か。 

 

 ニ 金庫（手提金庫を含む。以下同じ。）の場所・管理は、盗難防止等の観点から

みて適切か。 

 

 ホ 金庫の鍵の管理に関する取扱規程は制定されているか。また、金庫の鍵とダイ

ヤルは役席者と出納責任者が別個に管理する、いわゆる二重管理になっている

か。 

 

 ヘ 現金の出納事務のすべて(責任権限を含む。)を同一人が処理する体制となって

いないか。 

 

 事務分掌 

 会計（経理）規程 

 金庫鍵管理規程 

 総勘定元帳 

 現金出納帳 

 現金有高票（日計表） 

 関係りん議書類 

 入出金伝票 

 試算表 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ⅱ 預金 

 

１ 預金通帳、預金証書、預金担保預り証

と帳簿金額を照合する。 

 

２ 預金の預入れ及び払戻し手続等を検証

する。 

 

３ 通帳及び証書等の管理状況を検証す

る。 

 

 イ 通帳及び証書の残高と元帳とは一致しているか。 

     なお、不突合が生じた場合は、その発生事実を関係伝票、預金元帳又は払出後

の通帳及び証書等によって精査し、現金と同様にその原因・理由を確認するとと

もに、処理方針を明らかにする。 

 

 ロ 預入れ及び払戻しは、所定の手続に従い行っているか。 

 

 ハ 預け先金融機関との残高照合は定期的に行っているか。 

 

 ニ 通帳及び証書等の管理は適正か。 

 

 事務分掌 

 会計（経理）規程 

 総勘定元帳 

 預金元帳 

 預金証書 

 預金残高証明書 

 関係りん議書 

 関係伝票 

 試算表 
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Ⅲ 有価証券 １ 有価証券の現物、保護預り証、担保預

り証の額面金額等と元帳の銘柄、記号番

号、額面金額等を照合する。 

 

２ 法令等に定められた運用範囲を逸脱す

るものはないか検証する。 

 

３ 有価証券の保管管理は適切かどうかを

検証する。 

 イ 有価証券の額面金額等と元帳の残高は一致しているか。 

     なお、不突合が生じた場合は、その発生事実を関係りん議書類、伝票等によっ

て精査し、現金と同様にその原因・理由を確認するとともに、処理方針を明らか

にする。 

 

 ロ 保有有価証券（質権の行使等に伴い取得したものを除く。）は、法律等に定め

られたものか。（農保法第9条、第9条の2、第9条第2号に基づく主務大臣告示、

中融法第43条、第43条の2、第43条第2号に基づく主務大臣告示） 

 

 ハ 漁業信用基金協会（以下「漁信基」という。）においては、業務方法書の規定

に反し、金銭信託、貸付信託、公社債投資信託の受益証券及び社債券の保有額

が、基金総額の５分の１を超えていないか。 

 

 ニ 流動性に配慮しつつ、安全性及び効率性の観点から、所定の方法により運用さ

れているか。 

 

ホ 有価証券の保管・管理は適切か。また、保管責任者は定められているか。特

に、現物で保管している場合には、その理由は適切か。 

 

ヘ 有価証券の現物の受払いに当たっては、管理者の確認手続を行っているか。 

 

有価証券  

総勘定元帳 

 有価証券元帳 

 残高証明書 

 関係りん議書類 

 関係伝票 

 試算表 

 業務方法書 

 

Ⅳ 固定資産  

   固定資産の帳簿残高と試算表の残高を照

合するとともに、権利証等の管理状況を

検証する。 

 

 イ 固定資産の帳簿残高と試算表の残高は一致しているか。 

 

 ロ 賃貸借契約書、権利証、登記簿謄本、固定資産台帳等の管理は適正か。  

 

 ハ 不稼働となっている固定資産はないか。 

 

 総勘定元帳 

 固定資産台帳 

 試算表  

 権利証 

 登記簿謄本 

 賃貸借契約書 

 総会・理事会議事録 

 

Ⅴ 外部出資 

 

   外部出資証券と帳簿及び試算表の残高を

照合するとともに、出資証券等の管理状

況を検証する。 

 

 イ 外部出資証券と帳簿及び試算表の残高は一致しているか。 

 

 ロ 外部出資証券の管理は適正か。 

 

 総勘定元帳 

 外部出資金管理台帳 

 外部出資証券 

 預り証 

 試算表 
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Ⅵ その他資産 

  (雑資産等) 

   雑資産等の各種帳簿残高と試算表の残高

を照合するとともに、関係書類の管理状

況を検証する。 

 イ 各雑資産の帳簿残高と試算表の残高は一致しているか。 

 

 ロ 各勘定の発生・実在性について、証拠資料があるか。また、勘定科目の使用に

不適当なものはないか。 

 総勘定元帳 

 補助元帳 

 試算表  

 差入保証金管理台帳 

    

 

Ⅶ 負債 

 (借入金、雑負債等) 

 

  借入金、雑負債等の各帳簿残高と試算

表の残高を照合するとともに、関係書類

の管理状況を検証する。 

 

 イ 借入金については、次の点を確認する。 

  ① 帳簿残高と金銭消費貸借契約書の金額及び試算表の残高は一致しているか。 

  ② 金銭消費貸借契約書、担保品預り証等の管理は適正か。 

 

 ロ 雑負債については、次の点を確認する。 

  ① 各雑負債の帳簿残高と試算表の残高は一致しているか。 

  ② 正規な勘定科目に振り替えているか。 

 

 

 総会議事録 

 総勘定元帳 

 借入金元帳  

 試算表  

 関係りん議書類 

 金銭消費貸借契約書 

 補助元帳 

 預り証 

 

Ⅷ 有価物、未使用

重要用紙等 

 

 

 

  有価物、重要用紙等の現物と管理台帳

を照合するとともに、その管理状況を検

証する。 

 

 

 イ 印紙、証紙、切手、ハガキ、タクシーチケット等については、管理台帳によっ

て受払管理を行っているか。また、現物と同台帳の残高は一致しているか。 

 

 ロ 出資証券用紙等の重要用紙等の管理及び受払い並びに書損の処理は適正か。 

 

 印紙・証紙等管理台帳 

 重要用紙受払簿  

 出資証券 

  

 

Ⅸ 公印、役席印

（認定公印） 

 

  管理規程等に基づき、公印、役席印

（認定公印）の管理状況を検証する。 

 

 イ 公印（会印、代表者印、会長印又は理事長印、預金取引印鑑等）及び役席印

（認定公印）は、公印管理規程等に基づいて適正に管理・保管しているか。 

 

 ロ 公印及び役席印（認定公印）の数は妥当か。不必要なものはないか。 

 

 公印管理規程 

 公印、役席印（認定公

印） 

 公印登録簿 
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 第４  本検査に係るチェックリスト 

 

検 査 項 目 

 

検 証 手 続 

 

留 意 す べ き 事 項 

 

検 証 資 料 

Ⅰ 組織 

 １ 会員 

 

１ 会員名簿を閲覧し、記載内容及び整備状

況を確認する。 

 

 

 イ 会員名簿には、法定記載事項（氏名又は名称及び住所、加入年月日、出資口数及び

出資各口の取得年月日）が漏れなく記載されているか。（農保法第41条、中融法第3

2条） 

 

 ロ 会員名簿の記載内容に変更があった場合には、その都度、的確に補正しているか。 

 

 ハ 資格を有していない者を会員にしていないか。また、現会員の資格要件の確認を適

宜行っているか。（農保法第14条、中融法第10条） 

 

 定款 

 規約 

 会員名簿 

 出資証券控 

 加入申込書 

 加入承諾通知書控 

 会員の脱退予告に関する 

農保法第２条第２項に定

める融資機関及び中融法

第２条第２項に定める金

融機関（以下「融資機

関」という。）あて催告

書控 

 脱退届 

 除名決議書・同通知書控 

 出資金払戻請求書 

 関係伝票 

 

２ 加入申込書、加入承諾通知書控等を閲覧

し、会員の加入等の手続の適正性を検証す

る。 

 

 

 

 イ 会員になろうとする者から加入申込書の提出があった場合、資格要件の審査、加入

承諾の通知、出資金の受入れ、会員名簿への記載等の手続を適正に行っているか。

（農保法第18条、中融法第14条） 

   （会員でない者の持分の譲受けの場合も同様。（農保法第16条、中融法第12条）） 

 

 ロ 加入申込書その他加入申込みに必要な書面の記載内容は適切か。 

   （会員でない者の持分の譲受け、増資、減資の場合も同様。） 

 

 ハ 会員が出資証券の交付を申し込んだ場合には、迅速に対応しているか。 

 

 ニ 出資証券の記載内容に変更があるときは的確に補正しているか。 

  

３ 脱退届、出資金払戻請求書等を閲覧し、

脱退、出資金の払戻手続の適正性を検証す

る。 

 

 イ 法定脱退（除名を除く。）の場合、その事実の発生の都度、遅滞なく会員から通知

を受けているか。また、通知を受けたときは、直ちに脱退のための諸手続をとって

いるか。（農保法第19条、中融法第16条） 

 

 ロ 会員から脱退の予告を受けた場合は、融資機関に対する催告を遅滞なく行っている

か。（農保法第20条、中融法第17条） 

 

 ハ 会員からの脱退の予告に対し、脱退を承認しない旨の通知をしている場合又は融資

機関から異議の申出があった場合、それらの理由は妥当か。（農保法第20条、中融

法第17条） 

 



 

 - 6 - 

 ニ 会員を除名する場合は、総会の会日の10日前までに当該会員に対してその旨を書面

をもって通知し、かつ、総会での弁明の機会を与えているか。総会の議決後に、除

名の理由を記載した書面をもって当該会員に通知しているか。また、その除名理由

は妥当か。（農保法第19条、中融法第16条） 

 

 ホ 脱退者に対する出資金の払戻額及び支払日は適正か。また、出資金の払戻しを停止

した場合、その理由は妥当か。（農保法第21条、中融法第18条） 

  （減資の場合も同様。（農保法第22条、中融法第19条）） 

  

 

 ２ 総会 

 

１ 総会招集通知書控等を閲覧し、招集手続

及び運営の適正性を検証する。 

 

 イ 通常総会は定款記載の時期に開催されているか。 

 

 ロ 総会招集の通知は、すべての会員に対して行っているか。 

 

 ハ 総会招集の通知日（農業信用基金協会（以下「農信基」という。）にあっては会日

の10日前まで、漁信基にあっては会日の７日前まで）、通知内容（会議の目的事

項、日時、場所、代理（委任状）出席、書面議決権行使等）は適正か。（農保法第4

0条、中融法第31条） 

 

 ニ 総会の招集及び総会議案は、あらかじめ理事会で議決しているか。 

 

 定款 

 規約 

 総会議案書 

 総会議事録 

 理事会議事録 

 総会招集通知書控 

 総会受付簿 

 総会出席者名簿 

 委任状 

 書面議決書 

 関係りん議書類  

２ 総会受付簿、総会出席者名簿、委任状、

書面議決書等を閲覧し、総会成立要件の充

足性を検証する。 

 

 イ 総会は定足数を満たしているか。また、定足数は、会員別の出資額を正確に把握

し、算定しているか。議決権のない者を出席者に加えていないか。 

 

 ロ 代理人から提出された代理権を証する書面（委任状）の記載内容（日付、会員名、

押印、代理人氏名及び委任事項）は適切か。著しく不備のある委任状による代理人

を出席者とし、議決権を行使させていないか。（農保法第17条、中融法第13条） 

 

 ハ 書面議決書（電磁的方法による議決を含む。以下同じ。）の内容は適切か。また、

書面議決書は総会開会前に受理しているか。（農保法第17条、中融法第13条） 

 

 ニ 委任状、書面議決書の保存は良好か。 

  

３ 総会議事録等を閲覧し、議決方法の適正

性等を検証する。 

 イ 議長は、総会において出席会員から選任されているか。（農保法第46条、中融法第3

9条） 
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 ロ 総会の議事は、特別の定めのある場合を除き出席会員の議決権の過半数、特別議決

事項にあっては出席会員の議決権の３分の２以上の賛成によって議決しているか。

また、出席会員ごとの議決権数を正確に把握し、賛否を確認しているか。（農保法

第46条、第47条、中融法第39条、第40条） 

 

 ハ 定款の変更、事業計画の設定及び変更、業務報告書、役員報酬等総会の議決を経な

ければならない事項は、すべて総会に付議しているか。（農保法第45条、中融法第3

8条） 

 

 ニ 総会では、あらかじめ通知された事項に限り議決しているか。 

   また、緊急を要する事項の提案手続及び議決処理は適切か。（農保法第46条及び中

融法第39条） 

 

 ホ 書面又は代理人をもってする議決権の行使は、あらかじめ通知された事項に限って

いるか。（農保法第17条、中融法第13条） 

 

 へ 会員からの請求又は監事により招集された総会の招集理由、招集手続及び議決処理

は適切か。（農保法第38条、第39条、中融法第29条、第30条） 

 

 ト 総会議事録は、定款に則して作成されているか。 

 

 チ 総会議事録は事務所に備え付けられているか。（農保法第41条、中融法第32条） 

  

 

 ３ 役員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 役員名簿を閲覧し、役員の定数、業務執

行体制等の妥当性を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 役員の定数は、法定数を満たしているか。（農保法第32条、中融法第23条） 

 

 ロ 学識経験者を役員（理事又は監事）として委嘱している場合、学経役員は、農信基

にあっては「農業又は金融に関する学識経験を有する者」、漁信基にあっては「金

融に関する学識経験を有する者」であるか。また、その定数は、理事にあっては理

事の定数の５分の２以内となっているか。（農保法第33条、中融法第24条） 

 

 ハ 原則として理事のうち１名はこれを常務に従事するもの（以下「常勤理事」とい

う。）とし、他の機関の常勤役員を兼ねていないか。また、常勤理事は、理事会の

決定事項を忠実に励行しているか。 

 

 ニ 役員の任期満了による選任及び委嘱は、規約・諸規程（漁信基にあっては定款附属

 

 定款 

 規約 

 役員名簿 

 総会議事録 

 理事会議事録 

 役員推薦会議議事細則 

 役員推薦会議議事録 

 役員当選通知書控 

 役員就任承諾書 

 辞任届 

 債務保証契約書等各種契 

 約書 
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 書の選挙規程又は選任規程）に定める期日内に行っているか。  登記書類（登記簿謄本） 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 総会議事録、役員推薦会議議事録等を閲

覧し、役員の選任手続の適正性を検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 役員選任に関する推薦会議の構成員の選任手続は適正か。 

 

 ロ 役員推薦議案は、推薦会議で推薦された者について作成しているか。 

 

 ハ 役員選任議案が総会で可決されたときの被選任者への通知、その者の就任の承諾及

び公告の手続並びにその内容は適正か。 

 

 ニ 役員の補欠選任は、その事由が生じた日から規約等に定める、又は合理的な期日内

に行っているか。 

 

３ 会長又は理事長、専務理事の選任手続等

の適正性を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 会長又は理事長及び専務理事の理事会での選任は適正か。 

 

 ロ 会長又は理事長及び専務理事の職務の代理等のための理事の順位は、理事会で定め

ているか。 

 

 ハ 役員（学経役員を除く。）のうち、会員（法人会員にあってはその業務を執行する

役員、地方公共団体にあってはその長又はその補助機関たる職員）に該当しなくな

った者でその地位にとどまっている者がいないか。 

 

４ 債務保証契約書等を閲覧し、基金協会と

理事との契約に係る適正性を検証する。 

 

   基金協会と理事との財産的利害関係のある契約に当たっては、監事が基金協会を代表

しているか。また、基金協会と理事との訴訟の場合も同様としているか。（農保法第3

6条、中融法第27条） 
 
 ４ 理事会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 理事会議事録、理事会議案書を閲覧し、

理事会の招集手続及び議事運営の適正性を

検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 理事会の招集は、その会日の規約等で定められている日数前までに会議の目的事

項、日時及び場所を通知して行っているか。また、緊急に開催した理事会の招集手

続、内容は適切か。 

 

 ロ 理事会の議事は、理事の過半数が出席し、その過半数をもって決せられているか。

また、理事の代理人又は監事が議決に加わっていないか。 

 

 ハ 理事会に付議すべき事項は、すべて付議しているか。 

 

 ニ 理事会に報告することが適当である事項はすべて報告しているか。また、議決を要

する事項を報告事項としていないか。 

 

 定款 

 規約 

 理事会招集通知書控 

 理事会議事録 

 理事会議案書 

 関係りん議書類 
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 ホ 理事又は監事の請求により開催された理事会の開催理由及び議案の処理等、議事運

営は適切か。 

 

 へ 理事会は、単に事業推進に係ることのみではなく、業務運営上のコンプライアンス

に関する諸問題について議論しているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 理事会議事録を閲覧し、理事会の開催状

況、理事等の出席状況を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 理事会の開催状況（回数、時期）は適切か。 

 

 ロ 理事の理事会への出席状況は良好か。また、欠席理事の欠席理由を把握している

か。 

 

 ハ 理事会への出席率が著しく低い理事はいないか。また、その傾向が長期にわたって

いる場合の対応は適切か。 

 

 ニ 欠席理事に対する議事内容の周知措置はとられているか。 

 

３ 理事会議事録を閲覧し、議事録の整備状

況を確認する。 

 

 

 

 

 イ 理事会での質疑、意見等は省略することなく、「議事の経過の概要及びその結果」

として記載されているか。 

   また、会長又は理事長のコンプライアンスに関する決定の記録、各種リスクの実態

や問題点のほか、不正行為やトラブル等の報告が確認できる内容になっているか。 

 

 ロ 議事録には、規約の定めに従い、必要記載事項が漏れなく記載され、また、同規約

所定（例：議長及び出席した議長以外の理事２名以上）の署名又は記名押印がある

か。また、理事会資料は、議事録と同期間保存及び管理しているか。 

 

 ５ 監事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 監事の兼職状況、監査細則の閲覧により

監査体制について検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 金融に関する学識経験を有する者を監事に委嘱するなど専門的な監査態勢が確保さ

れているか。  

 

 ロ 監事は兼職禁止規定に抵触していないか。（農保法第35条、中融法第26条） 

 

 ハ 監事は、制度の趣旨に則り、その独立性が確保されているか。 

 

 ニ 監査細則は制定されているか。また、その内容は適切か。 

 

 ホ 監事が理事会等の議事録その他理事等の職務の執行に係る情報に容易にアクセスで

 

 定款 

 規約 

 監査細則 

 総会議事録 

 理事会議事録 

 監事会議事録 

 監査実施計画書 

 監査書 

 監査意見に対する回答書 

 関係りん議書類 
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 きるようになっているか。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 監査実施計画、監査書等を閲覧し、監査

の実施状況等を確認するとともに、理事の

業務執行の状況把握について確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 監事は、あらかじめ監査実施計画を樹立し、それに基づき実施しているか。 

 

 ロ 監事は、毎事業年度基金協会の財産及び業務執行の状況を少なくとも、定款に定め

る回数は監査しているか。 

 

 ハ 監事は、理事会に出席する等理事の業務執行状況の把握に努めているか。 

 

 ニ 農信基においては、監査の実効性を高め監査職務を円滑に遂行するため、監事監査

を補佐する者の確保等、監事の職務遂行を補助する体制等を確保し有効に活用して

いるか。 

 

３ 監査書を閲覧し、監査書の内容の的確性

及びこれに対する理事の対応状況等を確認

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 監査書の指摘内容は妥当か。 

 

 ロ 監事は、監査書（監査の結果に意見を付したもの）を総会及び理事会に報告してい

るか。 

 

 ハ 監事は、監査書に対する回答を理事から徴しているか。また、その回答内容は妥当

か。 

 

 ニ 監事は、監査指摘事項の改善状況を把握しているか。また、改善状況についての監

事の良否判断は妥当か。 

 

 ホ 監査の結果、財産の状況又は業務執行について不正の事項を発見した場合の監事の

処置（総会又は主務官庁への報告）は適切か。（農保法第36条の２及び中融法第27

条の２（監事の職務）） 

 

Ⅱ 事業 

 １ 一般的事項 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 債務保証要領、代位弁済処理要領等事業

執行に関する諸規程等、組織機構図、事務

処理フローチャート等を閲覧し、執行体制

と事務処理の実態を検証する。 

  

 

 

 

 

 イ 債務保証引受け、代位弁済及び求償権の管理・回収に関する諸規程（要領等）は設

定されているか。また、その内容は、業務方法書等関係上位規程と整合している

か。 

 

 ロ 債務保証契約書、業務委託契約書は、有効に締結され、その内容は、業務方法書等

関係上位規程と整合しているか。 

 

 

 

 業務方法書 

 業務分掌  

 職務権限基準表 

 組織機構図 

 債務保証要領 

 代位弁済処理要領 

 事務処理要領 
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 ハ 事務処理の流れは合理的なものとなっているか。また、それぞれの所掌する事務

は、業務分掌、職務権限基準表と整合しているか。 

 ローン融資要綱  

 債務保証契約書  

 業務委託契約書  

 事務処理フローチャート 

 各種様式 

 事業計画書 

 業務報告書 

 実績検討表 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

２ 事業計画書、実績検討表等により事業運

営方針を聴取して、その妥当性と取組状況

を検証する。 

  

 

 

 

 

  安定的で健全な債務保証制度の運営のため、次の事項の実態を分析検討し、事業運営

に取り組んでいるか。 

 ① 債務保証基盤の強化（基金造成計画等） 

 ② 債務保証額の活用状況（債務保証依存率等） 

 ③ 代位弁済額の低減（事故原因分析と保証審査の改善対策等） 

 ④ 求償権の適正な管理・回収 

 ⑤ 融資機関等関係機関との連携・協調体制の整備  

 

３ 附帯事業の内容を聴取し、適法性等を検

証する。 

 

   附帯事業の内容は適切か。また、その事業量は適当か。 

 

 

４ 理事のコンプライアンスに対する認識及

び行動の適否を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 理事は、コンプライアンスに関して、誠実かつ率先垂範して取り組んでいるか。 

 

 ロ 理事の法令等遵守に対する姿勢を職員に理解させるための具体的施策が講じられ

ているか。 

  ①  会長又は理事長は、可能な機会をとらえ、法令等遵守に対する取組姿勢を示して

いるか。 

  ② 理事自身が基金協会内外のコンプライアンス問題に対し、公平、公正に断固と

した姿勢で対応しているか。 

  ③ 法令等遵守状況に関し、定期的に施策の評価を行っているか。 

 

 定款 

 規約 

 理事会議事録 

 理事会議案書 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

５ 個人情報保護に係る取組（個人情報取扱

事業者の義務の遵守）の妥当性を検証す

る。 

 

（別項「Ⅲ-4-(3) 諸規程、内規等」、

「Ⅲ-5-(3) 教育研修」で定めるほか、右

記の事項について検証する。） 

 

 

 

 

 

 

 理事会は、個人情報の適正な取扱いを確保するため個人情報の保護に関する法

律についてのガイドライン（通則編）（平成28年11月30日個人情報保護委員会告

示第６号。以下「通則ガイドライン」という。）及び金融分野における個人情報

保護に関するガイドライン（平成29年２月28日個人情報保護委員会・金融庁告示

第１号。以下「金融分野ガイドライン」という。）等に沿って、適切に管理して

いるか、次の点について確認する。 

 ① 取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防止その他の個人データの安

全管理のため必要かつ適切な措置を講じているか。（通則ガイドライン３－４

－２、金融分野ガイドライン第８条） 

     また、この措置として個人データの取扱いに係る規律を整備し、組織体制を

整備しているか。（通則ガイドライン10－２、同10－３、金融分野ガイドライ

ン第８条） 

 

 個人情報管理規程 

 苦情等対応要領 

 苦情受付簿 
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 ② 職員に個人データを取り扱わせるに当たっては、当該個人データの安全管理が図

られるよう、当該職員に対する必要かつ適切な監督を行っているか。（通則ガイド

ライン３－４－３、金融分野ガイドライン第９条） 

 ③ 個人情報の取扱いに関する苦情は、適切かつ迅速に処理されているか。（通則ガ

イドライン３－９、金融分野ガイドライン第16条） 

 ④ 自己の取り扱う個人情報（委託を受けた者が取り扱うものを含む。）について、

漏えい等の事案の発生又は兆候を把握した場合、事実調査、原因の究明、本人への

報告、公表及び主務省への報告等を行っているか。（通則ガイドライン10－３(4)、

金融分野ガイドライン第11条） 

 

 (注) 本ガイドラインの規定は、中小規模事業者（従業員の数が100人以下の個人情報

取扱事業者（ただし、その事業の用に供する個人情報データベース等を構成する個

人情報によって識別される特定の個人の数の合計が過去６ヶ月間のいずれの日にお

いて5,000を超える者又は委託を受けて個人データを取り扱う者を除く。））にも

適用されるが、具体的に講じなければならない措置等は、通則ガイドライン「10

（別添）講ずべき安全管理措置の内容」のなお書きを参照のこと。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 反社会的勢力への対応について検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 理事会は、反社会的勢力との関係遮断のため、「企業が反社会的勢力による被害を防

止するための指針について」（平成19年６月19日犯罪対策閣僚会議幹事会申合せ、以下

「指針」という。）を踏まえた態勢整備に取り組んでいるか。 

 特に、農信基においては、農業信用基金協会向けの総合的な監督指針（以下「監督指

針」という。）を踏まえ、以下の事項に取り組んでいるか。 

イ 理事会は、監督指針を踏まえた基本方針を策定し、基金協会の内・外に宣言すると

ともに、その実現のための態勢の整備に取り組んでいるか。また、反社会的勢力との

関係の遮断に組織的に対応する必要性・重要性を踏まえ、担当者・担当部署だけに任

せることなく経営陣が適切に関与し、組織として対応することとしているか。 

 

ロ 反社会的勢力との関係を遮断するための対応を総括する部署（以下「反社会的勢

力対応部署」という。）を整備するなど組織として一元的な管理態勢が構築され、

機能しているか。 

  特に、一元的な管理態勢の構築に当たっては、以下の点に十分留意しているか。 

 (ｲ) 反社会的勢力対応部署は反社会的勢力に関する情報を積極的に収集・分析する

とともに、当該情報を一元的に管理したデータベースを構築し、適切に更新（情

報の追加、削除、変更等）する態勢としているか。また、当該情報の収集・分析

等に際しては、関係機関との情報の共有、関係機関から提供された情報の積極的

な活用に努めているか。さらに、当該情報を保証審査、適切に活用する態勢とし

 

 反社会的勢力対応基本方

針 

 関係りん議書類 

 反社会的勢力管理データ

ベース 

 各種契約書 
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ているか。 

 (ﾛ) 反社会的勢力対応部署は対応マニュアルの整備や継続的な研修活動、警察・暴

力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関との平素からの緊密な連携態

勢の構築を図るなど、反社会的勢力との関係を遮断するための取組の実効性を確

保する態勢としているか。 

     特に、平素より警察とのパイプを強化し、組織的な連絡体制と問題発生時の協

力態勢を構築することにより、脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合

には直ちに警察に通報する態勢となっているか。 

 (ﾊ) 反社会的勢力との取引が判明した場合及び反社会的勢力による不当要求がなさ

れた場合等において、当該情報を反社会的勢力対応部署へ迅速かつ適切に報告・

相談する態勢としているか。また、反社会的勢力対応部署は、当該情報を迅速か

つ適切に経営陣に対し報告する態勢としているか。さらに、反社会的勢力対応部

署において実際に反社会的勢力に対応する担当者の安全を確保し担当部署を支援

する態勢としているか。 

 

ハ 保証審査においては、引受融資機関自ら構築している反社会的勢力に関するデー

タベースによる確認結果や基金協会自らが保有する反社会的勢力に関する情報等を

活用した適切な事前審査を実施するとともに、契約書へ暴力団排除条項を導入する

など、反社会的勢力が取引先となることを防止しているか。 

 

ニ 反社会的勢力との関係遮断を徹底する観点から、既存の保証債務、求償権、契約

等の適切な事後検証を行うための態勢を整備しているか。 

 

ホ 反社会的勢力との取引解消に向けた取組として、 

 (ｲ) 反社会的勢力との取引の情報は、反社会的勢力対応部署を経由して迅速かつ適

切に経営陣に報告され、経営陣の適切な指示・関与のもとに取引解消に向け対応

することとしているか。 

 (ﾛ) 平素から警察・暴力追放運動推進センター・弁護士等の外部専門機関と密接に

連携しつつ、反社会的勢力との取引の解消を推進しているか。 

 (ﾊ) 事後検証の実施等により、取引開始後に債務保証先等が反社会的勢力であると判

明し、基金協会が求償権を取得した場合には、可能な限り求償権の回収を図るな

ど、反社会的勢力への利益供与にならないよう配意しているか。また、いかなる理

由であれ、資金提供や不適切・異例な取引を行わない態勢を整備しているか。 

 

ヘ 反社会的勢力による不当要求への対処として、 

 (ｲ) 反社会的勢力により不当要求がなされた旨の情報が反社会的勢力対応部署を経
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由して迅速かつ適切に経営陣に報告され、経営陣の適切な指示・関与のもと対応を

行うこととしているか。 

 (ﾛ) 反社会的勢力による不当要求に対しては積極的に警察・暴力追放運動推進セン

ター・弁護士等の外部専門機関に相談するとともに、暴力追放運動推進センター

等が示している不当要求対応要領等を踏まえた対応を行うこととしているか。特

に、脅迫・暴力行為の危険性が高く緊急を要する場合には直ちに警察に通報を行

うこととしているか。 

 (ﾊ) 反社会的勢力からの不当要求に対しては、あらゆる民事上の法的対抗手段を講

じるとともに、積極的に被害届を提出するなど、刑事事件化にも躊躇しない対応

を行うこととしているか。 

 (ﾆ) 反社会的勢力からの不当要求が、事業活動上の不祥事や役職員の不祥事を理由

とする場合には、反社会的勢力対応部署の要請を受けて、不祥事案を担当する部

署が速やかに事実関係を調査することとしているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７ 業務委託契約書、委託業務処理報告書類

を閲覧し、委託業務の履行状況を検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イ 業務委託に関する基本的な考え方（特に求償権管理・回収業務の委託の是非、自ら

行う業務との調整等）は妥当か。 

 

ロ 業務委託契約書は、業務委託に関する基本的な考え方に則して締結されているか。

また、処理手続、契約書記載事項及び内容は適切か。 

  特に、農信基においては、委託先における利用者に対する権利の確保、情報管理態

勢の整備、守秘義務及び委託先における情報漏えい、紛失又はき損の防止を図るため

に必要かつ適切な措置が講じられているか。 

 

ハ 業務を委託する融資機関の決定は、理事会の承認を得るなど所定の手続を経ているか。 

 

ニ 業務委託融資機関における委託業務の処理状況は良好か。不十分な場合はその要

因・理由を把握し、具体的な対策を講じているか。 

  特に、農信基においては、委託業務に関する管理者を設置し、業務委託先におけ

る委託業務の処理状況をモニタリングする等、業務委託先に対する検証態勢を整備

しているか。また、漏えい事故等が発生した場合の速やかな報告体制を構築してい

るか。 

 

 業務方法書 

 規約 

 理事会議事録 

 業務委託契約書 

 委託業務処理報告書類 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
８ 苦情等に対する対応状況について検証す

る。 

 

 利用者からの苦情等について、適切な対処がとられているか。 

 特に、農信基においては、監督指針を踏まえ、以下の事項に取り組んでいるか。 

 
 苦情等対応要領 

 苦情受付簿 
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イ 経営陣は、苦情等対処機能に関する組織全体的な内部管理態勢の確立について、適

切に機能を発揮しているか。 

 

ロ 苦情等に対し迅速・公平かつ適切な対応・処理を可能とするよう、苦情等に係る担

当部署、その責任、権限及び苦情等の処理手続を内部規則等に定めているか。また、

農業者等及び中小漁業者等の意見等を業務運営に反映するよう、業務改善に関する手

続を定めるとともに、研修等の実施により内部規則等の周知・徹底等を図っている

か。 

 

ハ 苦情等の対処に当たっては、苦情等の解決に向けた進捗管理を適切に行い、長期未

済案件の発生を防止するとともに、未済案件の速やかな解消を行う態勢を整備してい

るか。また、苦情等の受付は、利用者利便に配慮した広く苦情等を受け付ける態勢を

整備（アクセス時間・手段（例えば、電話、手紙、ＦＡＸ、ホームページ上やｅメー

ル等））するとともに、そのことを利用者の多様性に配慮しつつ、分かりやすく周知

する態勢を整備しているか。 

  なお、反社会的勢力による苦情等を装った圧力に対しては、通常の苦情等と区別

し、反社会的勢力対応部署と連携して必要に応じ警察と連携を図った上で、適切に対

処するものとしているか。 

 

ニ 苦情等への対処について、苦情等の内容に応じ利用者から事情を十分にヒアリング

しつつ、可能な限り利用者の理解と納得を得て解決することを目指していること。ま

た、必要に応じて、苦情等を申し出た利用者に対し、苦情等対処の手続の進行に応じ

た適切な説明（例えば、苦情等対処手続の説明、申出を受理した旨の通知、進捗状況

の説明、結果の説明等）を行う態勢を整備しているか。 

 

ホ 苦情等及びその対処結果等については、類型化した上で基金協会内で情報共有する

とともに、必要に応じて分析し、その結果を継続的に利用者対応・事務処理について

の態勢の改善や苦情等の再発防止策・未然防止策に活用する態勢を整備しているか。 

 理事会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９ 事務に係る諸規程等を閲覧し、内部管理

態勢の整備状況を検証する。（農信基の

み） 

 

 

 

 

イ 理事会は、すべての業務に事務リスクが所在していることを理解し、適切な事務リ

スク管理態勢を整備しているか。 

 

ロ 理事会は、事務リスクを軽減することの重要性を認識し、事務リスク軽減のための

具体的な方策を講じているか。 

 

 

 諸規程 

 組織機構図 

 理事会議事録 
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ハ 理事会は、十分にけん制機能が発揮されるよう体制を整備しているか。 

  また、事務に係る諸規程を明確に定めているか。 

 

 

 

10 農業者等の経営改善・事業再生支援等の

取組について検証する。（農信基のみ） 

 

 

 

 

 

 

イ 経営改善・再建計画は、農業者等の規模や財務諸表の作成能力を勘案し、大企業の

場合と同様な大部で精緻なものとすることに拘ることなく、簡素であっても農業者等

の経営改善や事業再生等に向けて実効性のあることを確認しているか。 

 

ロ 経営改善・再建計画の合理性や実現可能性等の確認を行うに当たり、必要に応じて

外部専門家・外部機関等の第三者機関に意見を聞くなどにより、適正に評価している

か。 

 

 審査基準 

 審査マニュアル 

 関係りん議書類 

 審査委員会規程 

 審査委員会諮問・答申書 

 書抜調書 

 

 

11 銀行等の融資機関に関する債務保証等に

係る態勢整備について検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 銀行、信用金庫又は信用協同組合（以下「銀行等」という。）が行う融資に対する保

証の引受けができる態勢が整備されているか。 

 特に、農信基においては、監督指針を踏まえ、以下の事項に取り組んでいるか。 

イ 保証の利用を希望する農業者等の実態（管内の銀行等からの農業資金等の調達状況

に係る情報等を含む。）について、情報収集・把握する態勢整備に取り組んでいる

か。 

 

ロ 保証引受審査を含む事務の簡素化・迅速化のため、徴求書類の軽減や研修の実施な

どに取り組んでいるか。 

 

ハ 農業者等の経営・財務の状況から必要な借入額の一部についてのみ保証引受を希望

する先や必要とする借入額の全額は保証引受が困難と判断される先において、融資機

関と適切な役割やリスクの分担について、調整・連携するなど利用申込者の視点に立

った業務運営に取り組んでいるか。 

 

ニ 農業者等の資金需要の規模が基金協会の内部規則等で定める保証額の上限を超える

ような場合や、基金協会の区域を越えることにより対応が困難な場合は、適宜、

（独）農林漁業信用基金の融資保険の利用を促すとともに、（独）農林漁業信用基金

や融資機関と密な連携を図っているか。 

 

ホ 銀行等と債務保証契約を締結するに当たり、保証対象資金や事務手続き等の諸条件

は原則、農業協同組合等の系統金融機関と同等に取り扱っているか。 

 

ヘ 保証引受け段階から代位弁済に至るまで、基金協会と銀行等との間で円滑な業務の

実施を確保するため、銀行等と定期的な打合せにより連携態勢の構築及び強化を図っ

 

 審査基準 

 審査マニュアル 

 関係りん議書類 

 債務保証契約書 
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  ているか。  

 

 ２ 債務保証引受け 

 (1)審査体制 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  審査基準、組織機構図、審査委員会規程

及び同名簿、審査関係会議資料等を閲覧

し、審査体制を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 債務保証の諾否の決定に当たって、適正かつ迅速な審査を確保するための審査基

準、審査マニュアル等が設けられているか。 

 

 ロ 審査基準、審査マニュアル等には、債務保証条件（被保証者の資格要件、対象資

金、保証条件（金額、期間、担保・保証人等））及び保証引受けの諾否決定に必要

な判断基準が具体的に定められているか。また、現状に則して見直しを必要とする

事項はないか。 

 

 ハ 審査体制は、適正な審査の確保及び事務処理の迅速化の見地からみて妥当か。 

 

 ニ 審査委員会は、定数どおり委嘱され、必要に応じ開催されているか。 

 

 ホ 貸付審査及び債務保証審査において、融資機関との連携・協調体制は良好か。 

 

 

 業務方法書 

 規約 

 審査基準 

 審査マニュアル 

 審査委員会規程 

 審査委員会名簿 

 審査委員会開催通知書控 

 組織機構図 

 審査関係会議資料 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 (2)審査事務処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 審査基準、債務保証要領、債務保証承諾

関係りん議書類等を閲覧し、審査から諾否

決定までの事務処理を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 債務保証の審査から諾否決定までの事務処理は、債務保証要領等に従って的確に行

われているか。事務処理が遅延している案件がある場合、その理由は妥当か。 

 

 ロ 融資機関を通じて提出された債務保証委託申込書は、必要記載事項が漏れなく記載

され、必要添付書類もすべて徴求されているか。 

 

 ハ 債務保証の諾否決定に当たっては、審査基準に準拠して審査されているか。この基

準の適用誤り等により、被保証者の資格及び条件を満たさない者に対して保証した

案件はないか。 

 

 ニ 債務保証の諾否決定は、職務権限基準表に準拠して処理されているか（特に理事会

特認案件について確認する。）。 

 

 ホ 債務保証の拒絶案件の拒絶理由は妥当か。また、諾否決定りん議にはその理由が明

記されているか。 

 

 へ 審査委員会への諮問は、基準が定められており、該当案件はすべて審査委員会の答

申を得ているか。 

 

 

 業務方法書 

 債務保証要領 

 ローン融資要綱 

 債務保証契約書 

 審査基準 

 審査マニュアル 

 担保・保証人徴求基準 

 職務権限基準表 

 債務保証委託申込書 

 債務保証委託証書又は債 

 務保証委託書 

 貸付実行報告書 

 関係りん議書類 

 審査委員会規程 

 審査委員会諮問・答申書 

 書抜調書 
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 ト 担保・保証人の徴求は、基金協会の設立目的及び制度資金の目的、趣旨等を踏まえ

た基準を定め、それに基づき行われているか。また、融資機関と重複した徴求とな

っていないか。 

 チ 経営者保証については、「経営者保証に関するガイドライン」を踏まえ、適切に行われている

か。 

 リ 経営者以外の第三者の個人連帯保証を求めないことを原則とする方針を定める際又は例外的に

経営者以外の第三者との間で個人連帯保証契約を締結する際には、必要に応じ、農漁協融資に

おける特別な事情による例外の考え方を踏まえ、適切に行われているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 債務保証承諾関係りん議書類、貸付実行

報告書等を閲覧し、債務保証承諾の通知か

ら融資機関の貸付実行までの事務処理を検

証する。 

 

 

 

 

 

 イ 債務保証承諾の通知は、保証決定後遅滞なく行っているか。通知をしていないもの

や遅延したものがある場合、その理由は妥当か。 

 

 ロ 債務保証委託証書（農信基）又は債務保証委託書（漁信基）の記載内容は、債務保

証の承諾内容と一致しているか。 

 

 ハ 融資機関の貸付実行は、所定の期間内に行われており、その報告は漏れなく行われ

ているか。また、債務保証承諾の決定前に貸付実行されたものはないか。 

 

３ 特別貸付けの債務保証契約書、関係りん

議書類を閲覧し、事務処理を検証する。 

 （農信基のみ） 

 

 

 

 

 イ 業務方法書に定める特別の貸付け（以下「特別貸付け」という。）については、債

務保証契約書が締結されているか。 

 

 ロ 特別貸付けの保証総額は、債務保証契約書に定める額の範囲内となっているか。 

 

 ハ 融資機関からの貸付実行通知は的確に行われているか。 

 

４ 求償権残高のうち構成割合の高い資金に

係る保証承諾関係書類及び求償権取得年月

日と保証承諾（又は貸付実行）年月日が近

接している案件に係る保証承諾関係書類を

閲覧し、事務処理を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 保証承諾の申込書に添付すべき書類が徴求されているか。また、徴求された書類に

は必要記載事項が漏れなく記載されているか。 

 

 ロ 前記の書類は、基金協会の審査基準に基づき的確に審査されているか。また、審査

項目の適否の判断基準は明確にされ、それに従って審査されているか。りん議決裁

は職務権限表に基づいているか（特に理事会特認案件について確認する。）。 

 

 ハ 保証承諾に当たり、基金協会が融資機関又は被保証者に付した条件又は融資機関と

被保証者との間の条件は実行されているか。 

 

 ニ 代位弁済の事故原因のうち、保証審査又は貸付審査段階でチェック可能と考えられ
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るもの（事業未経験、過剰投資又は多重債務、事故歴等）について、審査上の問題

はないか。また、これら審査上の問題に対処する具体策は検討され、実行されてい

るか。 

 

 

 

 

 (3)保証金額の最高

限度の管理 

 

 

 

 

 

 

 

  債務保証残高管理帳票、債務保証関係り

ん議書類、出資金台帳を閲覧し、１被保証

者（人）（会員、非会員（会員たる組合の

組合員））又は１会員の保証金額の最高限

度の適合状況を検証する。 

 

 

 

 

 イ １被保証者（人）が、会員たる組合の組合員で組合の出資金により保証を受ける場

合に対する保証金額は、業務方法書に定める限度額を超過していないか。また、理

事会の付議内容は妥当か。 

 

 ロ １会員に対する保証金額の最高限度額が、規約又は業務方法書に定められている場

合は、その額を超過していないか。また、追加出資の受入措置がとられているか。 

 

 

 

 業務方法書 

 規約 

 出資金台帳 

 債務保証要領 

 債務保証残高管理帳票 

 理事会議事録 

 職務権限基準表 

 関係りん議書類 

 

 (4)保証料等の徴収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 現行保証料一覧、理事会議事録、保証料

率算定基礎資料を閲覧し、設定手続を確認

するとともに、保証料率の妥当性を検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

 イ 保証料率の設定は、理事会の議決を得ているか。その議案には、算定基礎等料率水

準の妥当性を説明する資料が添付されているか。 

 

 ロ 保証料率の設定及び改訂に当たっては、合法性、合目的性、代位弁済の発生状況、

保証収支の状況等を十分勘案しているか。 

 

 ハ 独立行政法人農林漁業信用基金（以下「（独）農林漁業信用基金」という。）の付

保対象資金の保証料率は、同基金の保険料率を反映させた適正なものとなっている

か。 

 

 業務方法書 

 規約 

 理事会議事録 

 保証料取扱要領 

 債務保証要領 

 業務委託契約書 

 保証料振替決済契約書等 

 保証料計算書 

 保証料徴収明細書 

 保証料振替通知書 

 総勘定元帳 

 補助元帳 

 試算表 

 職務権限基準表 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 保証料徴収関係書類、関係帳票を閲覧

し、保証料徴収体制及び保証料徴収実態を

検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 保証料は、資金ごとに定められた料率及び被保証貸付金の約定残高に基づいて正確

に計算され、徴収されているか。 

 

 ロ 保証料の長期延滞はないか。ある場合、その回収のための措置は適切か。 

 

 ハ 保証料の徴収体制（振替決済、口座引落）は整備されているか。 

 

 ニ 保証料の延滞に係る遅延損害金又は融資機関の延納に係る遅延損害金は、理事会又

は規約で定められた料率に基づき正確に計算され、徴収されているか。未納解消の

ための対応策は妥当か。 

 

 ホ 保証料又は保証料の延滞に係る遅延損害金の減免に当たっては、理事会の議決な

ど、所定の手続を経ているか。また、減免の理由は妥当か。 
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 へ 徴収済保証料の返戻は、正確に計算され、所定の手続により被保証者に支払ってい

るか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 総勘定元帳、試算表等を閲覧し、保証料

及び遅延損害金の適正計上を確認する｡ 

 

 

 イ 徴収した保証料及び遅延損害金は、適正に収益計上されているか。 

 

 ロ 未収の保証料又は遅延損害金は、別途管理されているか。 

 

 (5)事業推進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   事業計画書、業務報告書、債務保証残高

管理帳票、書抜調書を閲覧し、事業推進方

策を聴取して、事業推進活動の妥当性を検

証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 定款で定めた区域の農業・漁業等の実態及び資金種類別の債務保証制度の利用の実

態を的確に把握しているか。特に、未利用又は利用度の低い資金、融資機関につい

て、その原因、理由を把握しているか。 

 

 ロ 代位弁済の発生頻度の高い資金、融資機関について、その原因、理由を把握してい

るか。 

 

 ハ 債務保証の活用又は代位弁済発生の低減のための具体的な方策を講じているか。ま

た、その内容は、事業の安定化・健全化の観点からみて妥当か｡ それに即応した推

進活動を積極的に展開しているか。 

 

 事業計画書 

 業務報告書 

 債務保証残高管理帳票 

 書抜調書 

 事業推進関係会議資料 

 

 

 

 

 

 

 (6)基金造成 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資金別に保証実行倍率の推移を検証し、

保証基盤強化のための基金造成の妥当性を

検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 保証残高や代位弁済の動向を勘案した適切な基金造成を行っているか。 

 

 ロ 早期是正措置に係る弁済能力比率を満たすための基金は確保されているか。 

 

 ハ 上記に不都合がある場合、基金協会の正常な運営を期するための基金造成計画等の

改善措置を講じているか。 

 

 ニ 特定の会員組合に偏重した事故（代位弁済）に対して、当該会員組合に係る増資対

策を講じているか。また、対策に則して適切に増資が図られているか。 

 

 事業計画書 

 基金台帳 

 債務保証関係帳票 

 代位弁済関係帳票 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 ３ 保証債務の管

理・代位弁済 

  (1)保証債務の管理 

 

 

 

 

 

 

 

  被保証貸付金の償還、延滞帳票、保証契

約変更申請書等を閲覧し、債務保証後の管

理及び諸手続を検証する。 

 

 

 

 

 

 イ 被保証貸付金の償還、延滞の状況及び債務保証残高について、常時的確に把握でき

る体制がとられているか。 

 

 ロ 延滞案件（特に大口又は多重保証）について、融資機関に対し管理回収上の必要な

指示、連携がなされているか。 

 

 

 

 業務報告書 

 債務保証残高管理帳票 

 延滞報告書 

 繰上償還報告書 

 債務保証契約変更申請書 
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 ハ 代位弁済請求期限日の事前通知を行う等、保証機能の発揮に努めているか。 

 

 ニ 債務保証契約の変更理由は適切か。 

 

 ホ 債務保証契約の変更の審査、諾否の通知等の事務処理は、事務処理要領、職務権限

基準表に準拠して適切に行っているか。また、債務保証契約変更申請書及び添付書

類は整備されているか。 

 債務保証要領 

 事務処理要領 

 職務権限基準表 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 (2)代位弁済 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 書抜調書、代位弁済決定関係りん議書

類、支払関係帳票を閲覧し、保証債務の履

行状況を検証する。 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 代位弁済請求書には、必要記載事項が漏れなく記載され、添付書類も整備されてい

るか。また、債務保証委託証書又は債務保証委託書と照合しているか。 

 

 ロ 代位弁済請求書受理後、被保証者及びその保証人にその旨の通知を行っているか。 

 

 ハ 代位弁済の事務処理は、遅延することなく、かつ事務処理要領、職務権限基準表に

則し的確な審査が行われているか。 

 

 ニ 代位弁済請求書受理後、長期間にわたり代位弁済を留保している案件はないか。あ

る場合は、その理由は妥当か。 

 

 ホ 代位弁済請求のうち、延滞発生後、業務方法書に定める期間を経ずして受理してい

るものはないか。また、請求を受理した場合、それを必要とする理由は妥当か。 

 

 へ 代位弁済の決定額は適切か。請求額と異なる場合は、その根拠が明確にされている

か。 

 

 ト 代位弁済義務の免責理由は妥当か。 

 

 チ 融資機関の代位弁済請求事務は適切か。また、融資機関指導を適宜行っているか。 

 

 

 業務方法書 

 代位弁済処理要領 

 債務保証契約書 

 債務保証委託証書又は債 

 務保証委託書 

 代位弁済請求書 

 代位弁済請求受理簿 

 延滞等管理簿 

 職務権限基準表 

 関係りん議書類 

 書抜調書 

 関係帳票 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 代位弁済支払帳票、領収書を閲覧し、代

位弁済の実行を確認する。 

 

 

 

 

 イ 代位弁済額決定後直ちに、請求のあった融資機関に対して支払通知書を発行してい

るか。 

 

 ロ 代位弁済金の領収書は徴求しているか。領収金額は代位弁済決定額と一致している

か。 
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３ 一般緊急融資資金又は借換緊急融資資金

（以下「緊急資金」という。）に係る代位

弁済を行った場合に、当該融資機関から特

別出資を受け入れているか確認する。（漁

信基のみ：漁業信用基金協会業務方法書

（例）第34条） 

 

  融資機関からの特別出資（特別出資に代わる交付金の支払を含む。以下同じ。）の受

入額は、業務方法書に定める額となっているか。また、特別出資は、当該代位弁済の

実施年度終了後遅滞なく行われているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ４ 求償権の管理・

回収 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 求償権管理要領（代位弁済処理要領）、

求償権管理帳票、組織機構図等を閲覧し、

管理・回収体制を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 求償権の管理・回収事務の処理基準は設けられているか。 

 

 ロ 求償権の管理・回収体制は、業務量及び全職員の配置とのバランスからみて適切

か。また、今後における求償権に係る業務量に応じた体制の方向付けがなされてい

るか。 

 

 ハ 求償権の管理台帳が整備されているか。管理台帳は、求償債務者ごとに作成され、

求償権のすべて及び代位弁済未実行の他の保証債務が名寄せされているか。また、

回収状況及び回収見通し、担保・保証人の状況等、求償権の管理・回収に必要な事

項が記載されているか。 

 

 ニ 回収率の低下がみられる場合、その要因は体制に起因していないか。また、回収率

を向上させるための具体的な方策は講じているか。 

 

 ホ 融資機関との連携・協調は良好か。 

 

 

 業務方法書 

 求償権管理要領（代位弁 

 済処理要領） 

 求償権分類表 

 求償権管理台帳 

 求償権管理帳票 

 求償権延滞管理帳票 

 求償権取得及び弁済方法 

 指示通知書 

 

求償権に係る担保関係書類 

 求償権払込案内書控 

 求償権取立報告書 

 求償権取立明細書 

 総勘定元帳 

 関係伝票 

 組織機構図 

 経理規程 

 職務権限基準表 

 関係りん議書類 

 理事会議事録 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 求償権管理帳票、求償権分類表等を閲覧

し、求償権の管理・回収状況を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 求償権の取得（代位弁済の実行）後、その旨を求償債務者に通知しているか。 

 

 ロ 求償権の返済方法の決定に当たっては、求償債務者（保証人を含む。）及び融資機

関と十分協議しているか。また、返済方法の設定は、求償債務者の営農実態、漁業

の状況等を踏まえ無理なものとなっていないか。 

 

 ハ 求償権の保全措置は適切か。また、担保物件等の管理は十分か。 

 

 ニ 求償権については、求償債務者の現状把握により回収見通しを定期的に分析してい

るか。特に行方不明、破産、多重債務等により、回収不能と見込まれる求償権の実

態把握を行い、一定の基準に基づき分類整理しているか。また、その分類基準は適
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切か。 

 

 ホ 求償権の延滞状況を的確に把握し、その原因、理由に対応した回収方針を立ててい

るか。 

 

 へ 求償権に係る利息及び遅延損害金又は違約金は、業務方法書の規定に基づき正確に

計算され徴収されているか。 

 

 ト 求償権の管理・回収状況を、保険契約等に基づき(独)農林漁業信用基金に報告して

いるか。 

 

 チ 求償権に係る利息及び遅延損害金の減免は、理事会の議決など所定の手続を経てい

るか。また、減免の理由は妥当か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３ 求償権払込通知書控、求償権取立報告書

及び入金伝票等を閲覧し、回収事務を検証

する。 

 

 

 

 

 

 

 イ 求償権の回収事務を委託している融資機関からの回収金の指定口座への振込額は、

求償権取立報告書の金額と相違ないか。 

 

 ロ 回収金額は求償権取立明細書により、元金、利息、遅延損害金又は違約金に仕訳

し、起票して記帳しているか。 

 

 ハ 職員が訪問回収した現金は、直ちに入金処理しているか。職員による長期間の保管

はないか。 

 

 ５ 求償権の償却及

び管理事務停止 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  求償権償却基準、求償権管理停止基準、

理事会議事録、りん議書類、書抜調書を閲

覧し、償却事務を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 求償権の償却基準は、理事会の議決など所定の手続を経て設けられているか。ま

た、その内容は妥当か。 

 

 ロ 分類基準により回収不能とされた求償権の償却計画は立てられているか。 

 

 ハ 償却した求償権の償却理由は、償却基準に照らし適当か。また、償却理由を明らか

にする客観的資料は整備されているか。（求償権の償却案件で、償却基準に該当し

ないものが含まれていないか。） 

 

 ニ 管理停止した求償権の管理停止理由は、管理停止基準に照らし適当か。また、管理

停止理由を明らかにする客観的資料は整備されているか。（求償権の管理停止案件

で、停止基準に該当しないものが含まれていないか。） 

 

 

 業務方法書 

 償却基準 

 管理事務停止基準 

 理事会議事録 

 関係りん議書類 

 求償権分類表 

 書抜調書 

 総勘定元帳 

 関係伝票 
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 ホ 求償権の償却は、理事会の議決など所定の手続を経て適正に償却しているか。ま

た、同時に付随する利息及び遅延損害金の減免措置をとっているか。その減免理由

は適当か。 

 

 へ 償却した求償権の管理停止は、会長（又は理事長）の決定を得るなど所定の手続を

経て適正に行っているか。 

 

 ト 求償権償却引当金及び特別準備金の取崩しは適切か。 

 

 チ 償却した求償権の管理は適切に行っているか。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ６ 保険 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 農業保証保険契約書、漁業保証保険契約

書、保険関係書類を閲覧し、保険の利用の

実態及び保険関係事務処理の実態を検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 合法性、合目的性、合理性の観点等から、保証保険への付保方針は妥当か。また、

この方針に基づいて保証保険契約書の締結を行っているか。 

 

 ロ 保証保険対象資金のうち、選択保険としているものの付保基準を設定している場

合、その基準は妥当か。さらに、付保基準に該当する案件で付保していない理由は

妥当か。 

 

 ハ 保証保険に係る事務処理及び保険料の支払等経理処理は適切に行われているか。 

 

 ニ 保険に付していない案件の事故率は、付保したものと比べ高くなっていないか。 

 

 農業保証保険契約書 

 漁業保証保険契約書 

 選択保険付保基準 

 事業計画書 

 業務報告書 

 保証保険関係帳票書類 

 関係りん議書類 

 関係伝票 

 

 

 

 

 

 

 

２ 総勘定元帳、補助元帳、関係帳票を閲覧

し、保険料、保険納付金、保険金の適正計

上を確認する。 

 

  保険料、保険納付金の支払、保険金の受入れは、関係証ひょう書類に基づき、適正に

起票、計上されているか。 

 

 

 ７ 再保証 

   （農信基のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 再保証委託基本契約書、再保証関係書類

を閲覧し、再保証の利用の実態及び再保証

関係事務処理の実態を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 合法性、合目的性、合理性等の観点から、再保証制度の活用方針は妥当か。また、

この方針に則して再保証委託基本契約書の締結を行っているか。 

 

 ロ 都道府県内の農業・農村の実情等を踏まえ、再保証対象資金に係る基金協会の代位

弁済リスク軽減の観点から、再保証への付保基準は設定されているか。また、付保

基準に該当する案件で付保していない理由は妥当か。 

 

 ハ 再保証に係る事務処理及び再保証料の支払等経理処理は適切に行われているか。 

 

 ニ 再保証に付していない案件の事故率は、付保したものと比べ高くなっていないか。 

 

 再保証委託基本契約書 

 センター再保証要領 

 再保証付保基準 

 事業計画書 

 業務報告書 

 再保証関係帳票書類 

 関係りん議書類 

 関係伝票 
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２ 総勘定元帳、補助元帳等を閲覧し、再保

証料、再保証納付金及び求償債務の適正計

上を確認する。 

 

  再保証料、再保証納付金及び求償債務は、関係証ひょう書類に基づき、適正に起票、

計上されているか。 

 

 

 

 

 

 

 ８ 農業・漁業経営

改善促進資金 

  (1)基本契約 

 

 

 

 

 

 

 

 

  契約書及び関係りん議書を閲覧し、契約

内容、事務処理の適正性を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 資金供給に関する基本契約及び農業・漁業経営改善促進資金債務保証契約を有効に

締結し、また、債務保証契約の変更契約を締結しているか。 

 

 ロ 上記各契約書の内容は業務方法書等関係上位規程と整合しているか。 

     また、契約の締結に当たっての事務処理は関係規程等を遵守し適切に行われている

か。 

 

 

 

 資金供給に関する基本契 

 約書 

 農業・漁業経営改善促進 

 資金債務保証契約書 

 債務保証契約の一部を変 

 更する契約書 

 関係りん議書類 

 融資機関別貸付目標額・ 

 預託額通知書 

 預託証書（関係融資機関 

 発行) 

 口座振替依頼書（写） 

 関係伝票 

 

 

 

 

  (2)資金供給 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  都道府県の預託額通知書、関係りん議書

等を閲覧し、事務処理の適正性を検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 民間金融機関からの借入金及び都道府県等から出捐された資金を都道府県の指示に

従い融資機関に預託しているか。 

 

 ロ 民間金融機関からの借入金を正当な理由もなく基金協会内に滞留させていないか。 

 

 ハ 資金の預託に係る事務処理は、関係規程等を遵守して適切に行われているか。 

 

 ニ 預託期間（民間金融機関からの借入期間を含む。）満了時における資金及び利息の

受払いはそれぞれの約定に従い適切に行っているか。 

 

  (3)金銭の使用 

 

 

 

 

  関係りん議書等を閲覧し、事務処理の適

正性を検証する。 

 

 

 

  民間金融機関からの借入金及び都道府県等から出捐された資金（当該金銭の管理又は

使用に伴い取得した金銭を含む。）の使用は、法令で定められたもの以外に使用され

ていないか。（農保法第9条の3、農保法施行規則第2条、中融法第43条の３、中融法施

行規則第７条） 

 

 関係りん議書類 

 関係伝票 

 

 

 

  (4)報告 

 

 

 

 

 

 

 

  融資機関から提出された「農業・漁業経営改善促進資金貸付状況報告書」を基に作成

した「農業・漁業経営改善促進資金低利預託基金預託等状況報告書」を期日までに都

道府県に提出しているか。 

 

 農業・漁業経営改善促進 

 資金低利預託基金預託等 

 状況報告書 

 

  (5)普及推進 

 

 

 

 

 

  農業・漁業経営改善促進資金の農業・漁業者等への周知徹底は行っているか。 

 

 

 推進会議資料 

 業務日誌 
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Ⅲ 経営管理 

 １ 経営改善計画

（当該計画の策定

が義務付けられて

いる場合のみ） 

 

 

 

 

  

経営改善計画の進捗状況を検証する。ま

た、当該計画内容と実態がかい離していな

いか検証する。 

 

 

 

 

 

  

 イ 予定以上の代位弁済の発生、保証料収入や求償権回収の低迷、関係自治体の助成の

減少等により、当該計画どおりに実行されていない状況となっていないか。 

 

 ロ 経営改善計画と実績の対比について自らがその検証作業を適切に行っているか。 

 

 ハ 経営改善計画が、実態とかい離している場合、計画の見直し検討を行っているか。 

 

 

 

 業務報告書 

 経営改善計画書 

 総会議事録 

 理事会議事録 

 計画検討資料 

 実績検討資料 

 関係りん議書類 

 

 ２ 事業計画 

 (1)長(中)期事業計

画 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 長(中)期事業計画書を閲覧し、その策定

手続、内容の妥当性を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 食料・農業・農村基本法（平成11年法律第106号）第9条、水産基本法（平成13年法

律第89号）第６条を踏まえ、農水産業の発展、農漁村の振興を基本とした経営方針

及び長(中)期経営計画を明確に定めているか。 

 

 ロ 将来の展望を明らかにする長(中)期事業計画は策定しているか。また、その計画

は、都道府県内の農水産業及び都道府県の農水産業振興関連施策等を十分踏まえた

ものとなっているか。 

 

 ハ 長(中)期事業計画は、事業実績の推移及び現状を基礎として、合理的な根拠と具体

的な数値で、実現可能なものとして策定されているか。 

 

 ニ 長(中)期事業計画には、経営の安定化や財務内容の健全化のために講じようとする

（講じている）各種の改善方策が含まれているか。また、その内容は妥当か。 

 

 ホ 長(中)期事業計画の策定に当たっては、事前に会員の意見、要望を十分聴取し、そ

の実施に当たって協力が得られるものとなっているか。また、理事会又は総会で十

分審議しているか。 

 

 

 長(中)期事業計画書 

 単年度事業計画書 

 総会議事録 

 理事会議事録 

 経営検討諸数値表 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 長(中)期事業計画の執行管理の状況を検

証する。 

 

 

 

 

 イ 計画未達成事項又は未実施事項がある場合には、その原因を分析し、対応策を策定

しているか。 

 

 ロ 長(中)期事業計画は、経済・社会情勢の変化、事業実績等に応じ適宜見直しを行っ

ているか。 

 

 (2)単年度事業計画 

 

１ 単年度の事業計画書を閲覧し、長(中)期

 

 イ 単年度の事業計画の事業方針、目標数値等は、長(中)期事業計画の該当項目と整合

 

 業務報告書 
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事業計画との整合性、内容の妥当性を検証

する。 

 

 

 

性が保たれているか。 

 

 ロ 単年度の事業計画の内容は、都道府県内の農水産業・農漁村の実情、基礎数値等か

らみて実現可能なものとなっているか。また、策定に当たって、事前に会員の意

見、要望を十分聴取し、その実施に当たって協力が得られるものとなっているか。 

 単年度事業計画書 

 長(中)期事業計画書 

 総会議事録 

 理事会議事録 

 実績検討資料 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 実績検討資料等を閲覧し、事業計画の執

行管理の状況を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 イ 単年度の事業計画の執行管理は適切に行っているか。 

 

 ロ 単年度の事業計画と期中実績を比較検討し、計画未達成事項又は未実施事項につい

て、その原因を分析しているか。また、それに対する適切な対応策が検討され、実

行されているか。この検討結果は、次年度の計画に反映されているか。 

 

 ハ 損益の構成科目の計上額は、前年度の実績等と比較して妥当か。 

 

３ 単年度の事業計画に基づく予定損益計算

書を閲覧し、その内容の妥当性及び執行管

理の状況を検証する。 

 

 

 イ 計画事業量と予定する収益・費用は、各々均衡がとれているか。また、事業管理費

は、収益・費用に対して均衡がとれているか。 

 

 ロ 損益計画の実績検討を適宜行い、その結果を理事会に報告しているか。 

 

 ３ 組織機構 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 組織機構図等を閲覧し、組織機構の業務

の実態及び事業規模からみた妥当性を検証

する。 

 

 イ 部、課、室等の設置状況は、業務処理に適した合理的なものとなっているか。 

 

 ロ 職員の配置状況は、業務処理量等からみて適当か。 

 

 職制規程 

 組織機構図 

 業務分掌 

 職務権限表 

 理事会議事録 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

２ コンプライアンス体制の整備等の適否を

検証する。 

 

 

 

 

 イ コンプライアンス担当部署及び報告相談窓口を設置し、情報収集や事後対応が適切

に行える体制を整備しているか。 

 

 ロ コンプライアンス担当部署及び報告相談窓口の存在を職員に周知徹底しているか。 

 

 ４ 定款等管理規程 

  (1)定款、業務方法

書、規約 

 

 

 

 

 

 

 

  定款、業務方法書、規約を閲覧し、内容

及び変更の手続の合法性を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 イ 定款等の変更は、理事会及び総会の議決、主務大臣の認可（規約を除く。)の手続

を経て行っているか。（農保法第45条、中融法第38条） 

 

 ロ 定款等の規定内容は、法令、実態に照らし矛盾を生じているものはないか。 

 

 

 

 

 定款 

 業務方法書 

 規約 

 総会議事録 

 理事会議事録 
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 ハ 定款等の変更条文は、正確に加除訂正し、原本は整備の上、事務所に備え付けられ

ているか。（農保法第41条、中融法第32条） 

 主務大臣認可書 

 関係りん議書類 

 

  (2)職制規程 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 業務分掌、職務権限表を閲覧し、各部課

室、各職位の業務分掌及び職務権限の明確

化等業務運営の効率化の状況について検証

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 各部課室の業務分掌を明確に定めているか。また、業務の重複又は間隙は生じてい

ないか。 

 

 ロ 各職位の職務権限の基準（決裁基準）は、業務の重要性及び事務処理の迅速化、効

率化の観点から、明確に区分されているか。 

 

 ハ 職務権限基準のうち、事務処理の迅速化、効率化の観点から、下級職位へ移譲する

ことが適当な事項はないか（職務権限が特定の者に集中し、業務の遂行に支障を来

していないか。）。 

 

 ニ りん議決裁制度（立案、検証、決定、報告、合議）は定められているか（代理決裁

制度を含む。）。 

 

 職制規程 

 組織機構図 

 業務分掌 

 職務権限表 

 理事会議事録 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 

 

  (3)諸規程、内規等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 諸規程（職制規程を含む）の制定、改廃

の手続及び原本の整備、保管状況を検証す

る。 

 

 

 

 イ 諸規程の制定、改廃は、理事会の議決等所定の手続を経て行っているか。 

 

 ロ 諸規程の内容は、法令、定款等に照らし矛盾を生じているものはないか。 

 

 ハ 諸規程の原本は、適切に整備され、保管されているか。 

 

 諸規程 

 内規 

 コンプライアンス・マニ 

 ュアル 

 理事会議事録 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 内規等を閲覧し、内容の妥当性を検証す

る。 

 

   諸規程に係る細則、要領等の内規の内容は、根拠規程に照らし矛盾を生じていない

か。 

 

３ コンプライアンス・マニュアルの策定状

況を確認し、その内容の妥当性を検証す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ コンプライアンスを実現するための具体的な手引書（遵守すべき法令等の解説、ま

た、違法行為を発見した場合の対処方法等を具体的に示したもの。以下「コンプラ

イアンス・マニュアル」という。）を策定しているか。また、その内容について

は、理事会の承認を受けているか。 

 

 ロ コンプライアンス・マニュアルには、倫理方針が明確になっているか。また、社会

的責任と公共的使命を担う公益的機関としての倫理の構築を具体的に実践できる内

容になっているか。 

 

 ハ コンプライアンス・マニュアルの存在及び内容を、全役職員に周知徹底している

か。 
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４ 個人情報の取扱いに関する内部規程の整

備状況を確認し、その内容の妥当性を検証

する。 

 

 

  個人情報の取扱いに関する内部規程を整備しているか。また、その存在及び内容を全

役職員に周知徹底しているか。（通則ガイドライン３－４－２、金融分野ガイドラ

イン第８条等） 

  (注) Ⅱ-１-５の（注）参照 

 

 

 

 

 

 

 ５ 人事管理 

  (1)職員の要員計

画、採用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 職員の採用・配置の実態と今後の計画の

妥当性を検証する。 

 

 

 

 

 イ 現在の職員構成と今後の退職者の予測、今後の事業量推移と人員予測の分析等を行

い、これらを踏まえた要員計画を策定しているか。 

 

 ロ 要員計画は、長(中)期事業計画に組み込まれ、将来の展望が明確にされているか。 

 

 

 要員計画 

 長(中)期事業計画書 

 職員採用関係りん議書類 

 経営諸指標 

 

 

 

 

 

 

 

２ 職員採用関係りん議書類を閲覧し、採用

に当たっての事務手続の適正性を検証す

る。 

 

 

 

 イ 採用の方法は、任用規程等の規定に基づき実施しているか。また、情実的採用はな

いか。 

 

 ロ 採用に際して徴した履歴書、誓約書等の書類の保管管理は適切か。秘密の保持は適

切か。 

 

  (2)職員の配置、人

事ローテーション 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 人事記録簿等を閲覧し、人事ローテーシ

ョンの合理性、妥当性を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 現在の職員数及び配置は、事業量等からみて妥当か。 

 

 ロ 管理者は、事故防止の観点から、人事担当者等と連携し、特定の職員を長期間にわ

たり同一部署の同一業務に従事させないように、適切な人事ローテーションを確保

しているか。やむを得ない理由により長期間にわたり同一部署の同一業務に従事さ

せている場合は、他の方策により事故防止等の実効性を確保しているか。管理者

は、その状況を管理し、当該方策を確実に実施しているか。 

 

 ハ 管理者は、派遣職員等についても、事故防止の観点から、以下の点に留意した人事

管理を行っているか。 

  ・ 派遣職員等が行うことのできる業務の範囲を明確化しているか。 

  ・ 職員に比べ人事情報が少ない等の派遣職員等の特性を踏まえた人事・労務管理 

（研修の実施を含む。）を行うとともに、日常的なけん制が機能する態勢となって

 いるか。 

 

 ニ 人事記録簿、辞令簿の整備、保管は良好か。 

 

 就業規則 

 職員名簿 

 人事記録簿 

 辞令簿 

 職員出向契約書 

 賃金台帳 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 職員出向契約書等を閲覧し、他団体から

 

 イ 相手先と出向契約書を締結しているか。また、出向契約書には、出向期間、費用負
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の受入出向職員に係る事務手続等の妥当性

を検証する。 

 

担の帰属、事故の責任の所在等が明確に定められているか。 

 

 ロ 受入出向職員の出向理由は、明確かつ妥当か。 

 

 

 

 

  (3)教育研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   役職員の教育研修に対する方針及び実施

状況を聴取し、その妥当性を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 職員の人材育成について、役員及び管理者の認識は適切か。 

 

 ロ 役職員に対する研修計画を策定しているか。 

 

 ハ 役職員に対する研修は、計画どおりに実施されているか。また、参加状況等は良好

か。 

 

 ニ 新規採用者の教育又は後継者の育成に努めているか。 

 

 ホ 各業務において遵守すべき法令等の徹底など、コンプライアンスに関する研修が行

われているか。 

 

 ヘ 個人情報の取扱いに関する内部規程の周知徹底など、個人情報の適正な取扱いの確

保のための教育及び訓練が行われているか。（通則ガイドライン10－４、金融分野

ガイドライン第９条等） 

  (注) Ⅱ-１-５の（注）参照 

 

 教育研修の要領 

 教育研修計画書 

 教育研修記録カード 

 研修簿 

 研修参加報告書 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (4)労働条件 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 就業規則を閲覧し、法的必要記載事項、

記載内容の適正性を検証する。 

 

 

  就業規則には、必要記載事項がすべて規定化されているか。また、常時10人以上雇用

している事業所は、同規則を所轄労働基準監督署に届け出ているか。（労働基準法第8

9条、同法施行規則第49条） 

 

 就業規則 

 出勤簿 

 休暇等の届出書類 

 時間外勤務命令簿 

 賃金台帳 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 

 

２ 労務管理関係書類を閲覧し、労務管理の

合法性及び規則との関連性を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 労働時間の管理（出退勤、休憩、休日及び有給休暇等)は適切に行っているか。

（労働基準法第34条、第35条、第39条) 

 

 ロ 時間外及び休日勤務の実態は正常か。部門間で不均衡となっている場合、その是正

策はあるか。 

 

 ハ 労働基準法第36条の規定に基づく協定を締結しているか。また、所轄労働基準監督

署に届け出ているか。 

 

  (5)給与 

 

 

１ 給与規程及び賃金台帳を閲覧し、給与支

給の適正性を検証する。 

 

 イ 給与規程は整備されているか。 

 

 

 給与規程 

 退職給付規程 
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 ロ 給与は、給与規程の定めに従い、正確に計算し、支給しているか。 

 

 ハ 賃金台帳には、必要記載事項がすべて記載されているか。また、同台帳の保存は適

切か。（労働基準法第108条、第109条） 

 賃金台帳 

 出勤簿 

 辞令簿 

 退職給付計算書 

 給与計算書 

 時間外勤務命令簿 

 関係りん議書類 

 

 

 

２ 退職給付の支給の適正性を検証する。 

 

 

 

 

 イ 退職給付規程は整備されているか。また、その内容には、積立基準及び支給基準が

規定化されているか。 

 

 ロ 退職給付は、退職給付規程の定めに従い、正確に計算し、支給しているか。 

 

  (6)福利厚生 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   福利厚生関係の規程を閲覧し、実施状況

を聴取して、妥当性を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 福利厚生制度等（住宅貸与、被服貸与、厚生貸付、慶弔見舞等）の運用（特に厚生

費の予算措置と支出内容、貸付制度の担保措置）は適切か。 

 

 ロ 健康保険、労災保険、厚生年金、雇用保険への加入及び掛金負担割合は適切か。 

 

 ハ 健康診断は定期的に実施されているか。 

 

 ニ 職員互助組織に対する助成措置の基準は明確にされており、適切に運用されている

か。 

 

 福利厚生関係規程 

 賃金台帳 

 社会保険料納付関係書類 

 労災保険等の届出書類 

 健康診断実施契約書 

 福利厚生施設案内 

 関係りん議書類 

 関係伝票 

 

 

 ６ 電算運用・管理 

 

 

 

 

 

   電算運用管理マニュアル及び電算出力一

覧表を閲覧し、電算処理の手続を確認する

とともに、電算管理の妥当性等を検証す

る。 

 

 

 

 イ 電算システムの設計・保全、プログラムの管理運用、データの入出力等の取扱要領

は定められているか。また、その内容は妥当か。 

 

 ロ データの入出力は、所定の手続を経て行っているか。また、出力帳票の配布・管理

は適切で、整理保存は良好か。 

 

 ハ 電算業務の外部委託に伴う契約書は締結しているか。また、その手続及び契約書の

内容は妥当か。 

 

 ニ 原則として、利用者データを第三者に提供することを禁止しているか。また、不正

なアクセス等に対して適切な安全措置を講じているか。 

 

 ホ オペレーションルーム等への入退室管理、重要鍵管理等は適切かつ十分に行われて

いるか。 

 

 へ コンピュータ犯罪・事故（ウィルス等の侵入、外部者による情報の盗難、内部者に

 

 業務分掌 

 職務権限表 

 電算運用管理マニュアル 

 電算処理マニュアル 

 電算出力一覧表 

 電算業務処理委託契約書 

 マスターキー管理簿 

 電算帳票 

 関係りん議書類 

 登記簿謄本等関係書類 
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よる情報の漏えい、ハードウエア・ソフトウエアのトラブル、オペレーションミ

ス、通信回線の故障、停電等）に対して、十分に留意した体制を整備し、点検等の

事後チェック体制を整備しているか。また、コンピューター傷害等が発生した場合

に直ちに主務省に報告しているか。 

 

 ト 火災、地震、浸水等の災害に対して、組織的な対応策を確保しているか。 

 

 チ 重要なデータファイル、プログラムの破損、障害等への対応のため、バックアップ

を行い、管理方法を明確にしているか。 

 

 リ 災害等によりコンピュータシステムが正常に機能しなくなった場合に備えたコンテ

ィンジェンシープラン(緊急時対応計画、危機管理計画等）を整備しているか。ま

た、当該プランを使用した訓練を定期的に行っているか。 

 

 ７ 登記 

 

 

 

 

 

   登記簿謄本を閲覧し、登記内容及びその

手続の適正性を検証する。 

 

 

 

 

 イ 登記事項（目的及び業務、名称、事務所、代表権を有する者の氏名、住所、資格、

公告の方法、区域等）は正確に登記しているか。（組合等登記令第２条別表１） 

 

 ロ 代表権を有する者の就任、退任又はその他登記事項の変更登記は、２週間以内に行

っているか（組合等登記令第３条）。 

 

 設立認可書 

 登記簿謄本 

 役員名簿 

 定款 

 

 

Ⅳ 財務管理 

 １ 会計経理、会計事

務処理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 経理処理に当たっては、真実性、明瞭性

及び継続性による原則を尊重し、原則とし

て発生主義により会計処理をしているか検

証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 財務諸表（財産目録、貸借対照表、損益計算書）の勘定科目は、会計規程等に従っ

たものとなっているか。 

 

 ロ 財務諸表は、各勘定科目の性格に従って適正に表示され、科目間の混交はないか。 

 

 ハ 財務諸表の各勘定科目には、過大、過小又は架空のものを計上していないか。ま

た、簿外の資産・負債又は未計上の収益・費用はないか。 

 

 ニ 資産科目、負債科目及び収益科目、費用科目は、直接相殺して差引計上しているも

のはないか。 

 

 ホ 資産及び負債、資本（農）、純資産（漁）の各勘定科目及び金額は、関係帳簿に明

瞭かつ確実に記載され、その内容は貸借対照表の勘定科目、金額と符合している

か。 

 

 

 

 会計（経理）規程 

 業務報告書 

 事業計画書 

 総勘定元帳 

 補助元帳 

 予算書 

 各勘定明細表 

 決算関係整理資料 

 関係りん議書類 

 関係伝票 
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 へ 記録、計算、整理の方法及び財務諸表表示の方法は、毎期継続しているか。 

 

 ト 当該年度に発生したすべての収益・費用は適正に計上されているか。また、前期又

は次期に属するものを計上していないか。 

 

 チ 各勘定科目の前期末残高と当期期首繰越高は一致しているか。 

 

 

 

 
２ 会計帳票等を閲覧し、会計規程等に基づ

く会計事務処理の方法及び処理内容の状況

等について、その的確性を検証する。 

 

 

 
 イ 経理に関する帳票書類（総勘定元帳、補助簿、経理伝票）の様式等は定められてい

るか。 

 

 ロ 取引の発生に伴う証ひょう書類（見積書、納品書、請求書、領収書）と処理伝票と

の関連が明確となっているか。 

 

 ハ 伝票は、原則として、一取引の発生ごとに起票されているか。 

 

 ニ 伝票には、日付、科目、金額、相手方、取引内容その他必要な事項が記載されてい

るか。 

 

 ホ 金銭（現金、預金）を収納した場合には、特別の場合（口座振込みで相手方の了承

を得ている場合等）を除き、所定の領収書を発行しているか。 

 

 へ 金銭の支払には、相手方から適正な領収書及び必要な証ひょう書類（金融機関につ

いては送金又は振込みを証明する書類等）を徴求しているか。また、領収書の徴求

が困難な場合には、その事由を記載した支払証明書を提出しているか。支払証明書

に関する規定は整備されているか。 

 

 ト 無用の前払、仮払等は行っていないか。また、職員に安易に立替払を行わせていな

いか。 

 

 チ 帳票書類の保存期間は定められているか。書類を廃棄する場合は、事前に責任者の

決裁を受けているか。 
 
 ２ 区分経理 

 

 

 
１ 法律に掲げる業務ごとに区分して経理し

ているか検証する。 

 
  区分経理は的確に行われているか。（農保法第11条、農保法施行規則第3条、中融法

第44条の2、中融法施行規則第８条） 

 
 会計（経理） 

 業務報告書 
 
２ 収益及び費用の部門別帰属の適合性及び

共通の収益、費用の配賦基準の妥当性を検

 
 イ 収益及び費用の部門別配賦の方法及び配賦額の算定は適正か。 
 

 
 事業計画書 

 総勘定元帳 



 

 - 34 - 

証する。 

 

 ロ 共通の収益、費用の配賦基準は毎期継続しているか。また、変更後の配賦基準及び

変更理由は妥当か。 

 

 補助元帳 

 各勘定明細表 

 決算関係資料 

 関係伝票 

 

 ３ 基金・資金管理 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 基金（資金）運用計画を閲覧し、法律等

に定める基準に照らしてその適合性を検証

する。 

 

 

 

 イ 基金（資金）の管理方法は、法律等に定める範囲となっているか。 

   （農保法第9条、第9条の2、第9条第2号に基づく主務大臣告示、中融法第43条、第 43

条の2、第43条第2号に基づく主務大臣告示、業務方法書） 

 

 ロ 運用計画は適切に策定され、理事会に報告されているか。 

 

 

 業務方法書 

 会計（経理）規程 

 事業計画書 

 総会議事録 

 理事会議事録 

 補助元帳 

 基金運用計画書 

 運用計画・実績検討諸表 

 資金計算書 

 利息配当金計算書 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 基金（資金）の運用計画を閲覧し、その

効率性、安全性等の観点から、内容を検証

する。 

 

 

 

 

 

 

 イ 預金、有価証券等への運用計画は、保証債務の弁済を適切に行うための流動性に配

慮しつつ、安全性及び効率性の観点から策定されているか。 

 

 ロ 運用計画と実績との対比検討が定例的に行われ、社会・経済金融情勢の変化に対応

して実行されているか。 

 

 ハ 運用実績が計画を大幅に下回り、収益確保が困難となっている場合には、具体的な

対応策が検討されているか。また、理事会に報告されているか。 

 

 

３ 支払準備資産の充足及び資金の管理方法

を検証する。 

 

 

 

 

 

 イ 保証責任準備金として、農業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算

書並びに計算に関する命令第43条第２項又は附則第３項に基づき算出された額が積

み立てられているか、また、同命令第44条第１項及び第２項に規定する特別準備金

及び特別支援金は適正に処理されているか。（農信基のみ） 

   保証責任準備金として、漁業信用基金協会の事業報告書、貸借対照表及び損益計算

書並びに計算に関する命令第49条第２項又は附則第２項に基づき算出された額が積

み立てられているか、また、同命令第44条に規定する特別準備金は適正に処理され

ているか。（漁信基のみ） 

 

 ロ 毎月、資金の現在高、資金の増減及び保証業務の運営に必要な経費の一部に充てる

ことができる資金の額は正確に把握されているか。 

 

 

４ 特別出資の受入れ・管理の正確性を検証

 

  緊急資金の代位弁済に際して融資機関から業務方法書に定めた額の特別出資を受けて
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する。（漁信基のみ） いるか。 

 

 ４ 貸借対照表科目、

損益計算書科目 

  (1)有価証券 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 有価証券の関係帳票と取得・処分のりん

議書類等を閲覧し、また、売買報告書等の

内容と照合して、取得・処分の手続及び取

引内容の妥当性を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 有価証券の取得・処分は、基金（資金）の運用計画に沿って行われているか。運用

計画と大幅に相違する取得・処分がなされている場合、その理由は妥当か。 

 

 ロ 有価証券の取得・処分は、所定の手続を経て行っているか。また、取得・処分の必

要性を判断するに足りる理由が明確にされているか。 

 

 ハ 有価証券の取得・処分の決定が実質的に担当者の判断のみで行われていないか。ま

た、取得・処分のりん議決裁が事後となっている等適正を欠くものはないか。 

 

 ニ 取得後、短期間で処分しているものはないか。その理由は、運用計画、取得理由に

反していないか。 

 

 ホ 処分（売却）に当たっては、その処分益（損）の計算及び決裁の報告は適正に行わ

れているか。 

 

 

 

 業務方法書 

 業務分掌 

 職務権限表 

 会計（経理）規程 

 総勘定元帳 

 有価証券元帳 

 有価証券（現物、保護預 

 り証等） 

 売買報告書 

 利息計算書 

 関係りん議書類 

 関係伝票 

 試算表 

 

 

 

 

 

 

 

２ 有価証券の評価、利息の計算等の妥当性

を検証する。 

 

 

 

 イ 有価証券の評価は、所定の基準に基づき、毎期継続して適正に行われているか。 

 

 ロ 有価証券の利息及び配当金は、正確に計上されているか。また、既経過未収利息

は、正確に計算され、計上されているか。 

 

  (2)固定資産 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 固定資産の取得・処分について、その手

続等の妥当性を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 固定資産の範囲、取得・処分及び管理等の手続に関する規程は設けられているか。 

 

 ロ 固定資産の取得に当たっては、具体的な予算計画と有効利用を検討しているか。ま

た、資本的支出のものと経費的支出のものを明確に区分しているか。 

 

 ハ 固定資産の取得（処分）に当たっては、所定の手続により適正に行っているか。ま

た、取得（処分）価格等は、証ひょう書類（伝票、見積書、請求書、納品書等）の

内容からみて適正か。 

 

 登記簿謄本 

 不動産権利書 

 共済（保険）契約証書 

 減価償却明細表 

 賃貸借契約書（使用貸借 

 契約証書） 

 決算関係資料 

 関係りん議書類 

 関係伝票 

 試算表 

 書抜調書 

 

 

２ 固定資産台帳と関係書類を照合し、保全

管理の適否を検証する。また、減価償却の

算定内容及び償却費の妥当性を検証する。 

 

 イ 不動産の所有権の登記は行われているか。抵当権が設定されているものについて

は、その理由及び内容は妥当か。 
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 ロ 不動産の権利証の保管は適正に行われているか。 

 

 ハ 固定資産の賃貸借契約書又は使用貸借契約書は、所定の手続を経て締結している

か。また、その内容は妥当か。 

 

 ニ 建物、車輌等は、共済（保険）契約に付されているか。また、契約金額等は妥当

か。 

 

 ホ 耐用年数及び残存価格は、合理的に設定しているか。 

 

 へ 減価償却費は、所定の基準に準拠して継続的に計上されているか。また、減価償却

計算は適切か。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  (3)外部出資 

    (特別外部出資) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 外部出資証券を外部出資台帳（総勘定元

帳）と照合し、現物及び残高を確認する。

（必ず責任者の立会を求めること。） 

    また、総会議事録等を閲覧し、加入等に

関する手続の妥当性を検証する。 

 

 イ (独)農林漁業信用基金及びその他の関係団体（農林中金、信農連、信漁連、社団法

人全国農協保証センター等の団体）への加入手続及び出資先と出資金額は、事業と

の関連性等から判断して適当か。 

 

 ロ 関係団体への加入又は脱退に当たっては、総会の議決を経ているか。 

 

 総会議事録 

 理事会議事録 

 総勘定元帳 

 外部出資台帳 

 外部出資証券 

 特別外部出資証券 

 関係りん議書類 

 試算表 

 書抜調書 

 

 

 

 

 

２ 特別出資の(独)農林漁業信用基金に対す

る出資の妥当性を検証する。（漁信基の

み） 

 

  融資機関からの特別出資は、業務方法書の規定による出資となっているか。 

 

 

 

３ 関係書類を閲覧し、特別外部出資の取扱

手続等の内容の妥当性を検証する。 

 

 

 イ 特別外部出資の取扱手続及び出資額等は適切か。 

 

 ロ 特別交付金の額との整合性は保たれているか。 

 

  (4)雑資産・雑負債 

立  替 金 

仮  払 金 

差入保証金 

仮  受 金 

 

 

 

 

 

   総勘定元帳、補助元帳と書抜調書を照合

し、残高を確認するとともに、受入れ又は

支払処理の内容の妥当性を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 長期間、仮勘定のまま整理を行っていないものはないか。ある場合、その理由は妥

当か。 

 

 ロ 支払先（受入先）の不明なもの又は支払義務（受入理由）のないものが計上されて

いないか。 

 

 ハ 残高の中に、決算時において期間損益の修正の対象となる取引が含まれていない

か。 

 

 

 会計（経理）規程 

 総勘定元帳 

 補助元帳 

 決算関係資料 

 関係りん議書類 

 関係伝票 

 試算表 

 書抜調書 
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   ニ 差入保証金の必要性、処理手続等は適切か。  

 

  (5)経過勘定  

      前 払 費 用 

      未 収 収 益 

      未 払 費 用 

      前 受 収 益 

 

 

 

 

 

  経過勘定の明細表と関係帳票を照合し、

経過勘定の計上内容等の妥当性と処理の継

続性を検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 経過勘定の処理は、所定の基準に従い、継続的に行っているか。 

 

 ロ 計上金額は、正確に計算されているか。また、支払先（受入先）の不明なもの又は

支払義務（受入理由）のないものが計上されていないか。 

 

 ハ 経過勘定科目に計上すべきものを前払金、未収金、未払金又は前受金と混同してい

ないか。 

 

 ニ 前期に計上した経過勘定科目は、当期に適正に振替処理しているか。 

 

 業務報告書  

 総勘定元帳 

 各経過勘定明細表 

 決算関係資料 

 関係りん議書類 

 関係伝票 

 試算表 

 書抜調書 

 

 

  (6)借入金 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 借用証書控と総勘定元帳、借入金元帳、

書抜調書を照合し、実在性と借入金残高を

確認する。 

 

 借入金の借入先、借入金額、残高等は、関係帳票等の内容と一致しているか。 

  

 

 

 会計（経理）規程 

 職務権限表 

 資金計画書 

 総勘定元帳 

 借入金元帳 

 借用証書控 

 担保預り証 

 担保差入明細表 

 借入金償還年次表 

 借入金利息計算書 

 資金計算書 

 理事会議事録 

 関係りん議書類 

 関係伝票 

 試算表 

 書抜調書 

 

 

 

 

 

２ 理事会議事録、借入金関係りん議書類等

を閲覧し、借入れの必要性、借入れ決定ま

での諸手続、差入担保等を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ (独)農林漁業信用基金からの借入金の使途及び資金管理は適正か。（農保法第9条

の2、農保法施行規則第1条、中融法第43条の2、中融法施行規則第６条） 

 

 ロ (独)農林漁業信用基金以外からの借入金の借入れ目的及び借入れ条件は妥当か。 

 

 ハ 関係りん議書類等には、借入れの必要性等が明確にされているか。また、借入れ目

的以外に使用されていないか。 

 

 ニ 借入金の償還、利息支払計画は、事業計画（資金計画）に整合しているか。また、

計画どおり実行されているか。 

 

 ホ 担保差入理由及び手続並びに差入担保品は妥当か。 

 

３ 借入金元帳等関係帳票を閲覧し、支払利

息の計上を確認する。 

 

 

 イ 借入金利息は、正確に計算され、計上されているか。 

 

 ロ 借入金の未払利息は、正確に計算され、計上されているか。 
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  (7)諸引当金等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 諸引当金等（保証責任準備金を含む。）

の明細表と関係帳票の残高を照合し、計上

の適否を検証する。 

 

 

 イ 諸引当金等の計上内容は、諸規程に適合しているか。また、算定基準は、毎期継続

して適用されているか。 

 

 

 

 会計（経理）規程 

 退職給与規程 

 総勘定元帳 

 補助元帳 

 諸引当金明細表 

 諸引当金計上・取崩関係 

 資料 

 決算関係資料 

 関係りん議書類 

 関係伝票 

 試算表 

 

２ 諸引当金等の計上又は取崩しの関係帳票

を閲覧し、その妥当性を検証する。 

 

 

 

 

 

 イ 引当等基準を超える引当金等又は計上が認められていない引当金等（決算調整目

的）はないか。 

 

 ロ 引当金等の取崩しの理由、取崩し金額、手続は妥当か。 

 

 

 

  (8)資本（農） 

   純資産（漁） 

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 出資金、交付金（漁信基のみ）、繰入金

及び準備金の残高と関係書類を照合し、そ

の適合性及び事務処理手続の妥当性を検証

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 出資金等の内容は、関係書類及び帳票と一致するか。 

 

 ロ 出資金等の内容は適正に区分されているか。（農保法施行規則第3条、中融法施行

規則第７条） 

   農信基にあっては、農業近代化資金、農業改良資金、青年等就農資金、旧農業改良

資金、旧就農支援資金、一般資金等及び農業経営改善促進資金 

   漁信基にあっては、漁業近代化資金、金融公庫資金、漁業経営改善促進資金、公害

防止資金、災害資金、一般緊急融資資金、借換緊急融資資金、その他一般資金及び

副保証 

 

 ハ 出資金の会員からの払込み及び会員に対する払戻しの手続は適正か。その算定内容

は、的確に記録されているか。 

 

 ニ 交付金の算定基準及び会員からの受入手続は明確か。（特別交付金も同様。）（漁

信基のみ） 

 

 定款 

 総会議事録 

 理事会議事録 

 出資金台帳 

 交付金関係書類 

 基金繰入等関係書類 

 関係りん議書類 

 関係伝票 

 試算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 関係書類を閲覧し、準備金から基金への

繰入れ等の妥当性を検証する。 

 

 

 イ 毎年度の剰余金は、全額が準備金として積み立てられているか。 

 

 ロ 準備金から基金への繰入れは、適切に行われているか（漁信基のみ）。 

 

  (9)経常経費 

 

 

１ 経常経費（事業直接費の事業推進費及び

事業管理費）の予定額、計上方針及び執行

 

 イ 経常経費予定額の計上方針は、経営上の重点施策、収支見込、前年度収支実績等を

勘案しているか。 

 

 業務分掌 

 職務権限表 
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状況等の妥当性を検証する。 

 

 

 

 

 

 ロ 経常経費の支出管理（予定額の残高管理）は適切に行われているか。また、管理部

署は明確にされているか。 

 

 ハ 経常経費の予定額超過等による予定額の変更手続は、適切に行われているか。 

 経理規程 

 給与規程 

 旅費規程 

 総会議事録 

 理事会議事録 

 総勘定元帳 

 補助元帳 

 予算管理簿 

 予算実績検討表 

 人件費支給明細表 

 関係りん議書類 

 関係伝票 

 業務委託契約書等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 業務委託手数料計算書、関係帳票を閲覧

し、業務委託手数料の支払の妥当性を検証

する。 

 

 

 

イ 業務委託手数料の料率及び支払方法は、理事会で定めるなど、規約等に沿った手続

がとられているか。 

 

ロ 業務委託手数料は、業務委託契約書に定める基準によって正確に計算され、かつ所定

の手続により、業務委託融資機関に適切に支払われているか。 

 

３ 総勘定元帳、補助元帳等を閲覧し、業務

委託手数料の適正計上を確認する。 

 

 業務委託手数料は、関係証ひょう書類に基づき、適正に計上されているか。 

 

 

４ 経費（経常経費以外の事業直接費を含

む。)の支出伺、支出りん議書類を閲覧

し、支出手続、支出内容の妥当性等を検証

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 経費の支出は、所定の手続に従って行っているか。また、原則として事前決裁を受

けているか。 

 

 ロ 役員報酬の額は、総会議決限度額を超過していないか。 

 

 ハ 各役員の個別報酬額を理事会一任とされた場合の理事会決定はあるか。 

 

 ニ 人件費として処理すべき手当等を他の経費科目で支出していないか。 

 

 ホ 旅費交通費は、旅費規程に基づき支払われているか。 

 

 ヘ 旅費交通費、会議費等を長期間職員等が立て替えていないか。 

 

 ト 交際接待費を会議費等他の科目で処理しているものはないか。 

 

 チ 負担金は、支出先との関連性からみて適当か。また、支出額は適当か。 

 

 リ 契約に基づく経費の支払は、契約書記載の金額と一致するか。 

 

 ５ 決算等 

 

 

１ 決算関係規程及び決算関係資料を閲覧

し、決算事務の適正性を検証する。また、

 

 イ 決算処理手続要領は設定されているか。また、決算処理は、これに準拠して行われ

ているか。 

 

 会計（経理）規程 

 決算処理手続要領 
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決算整理事項の整理の適正性を検証する。 

 

 

 

 

 

 ロ 決算整理事項（有価証券の評価、求償権の償却、固定資産の減価償却、諸引当金等

の計上、損益に関する期末修正）の計算及び計上は正確に行われているか。（本要

項別添５「資産分類及び償却・引当に関する要領」及び監督指針等（監督指針及び

「漁業信用基金協会の監督に当たっての留意事項について」）を参照。） 

 業務報告書 

 総勘定元帳 

 補助元帳 

 決算関係資料 

 関係りん議書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 決算関係書類の監事への提出等を確認す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 【農信基及び事業規模が政令基準を超えている漁信基】 

  イ 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案

は、通常総会の会日の５週間前までに監事及び公認会計士又は監査法人へ提出し、

かつ、主たる事務所に備え置いてあるか。（農保法第42条、中融法第33条、第33条

の２） 

 

  ロ 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案

の通常総会への提出に当たっては、監事の意見書及び公認会計士又は監査法人の監

査報告書が添付されているか。（農保法第42条、中融法第33条、第33条の２） 

 

【上記以外の漁信基】 

  イ 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案

は、通常総会の会日の1週間前までに監事に提出し、かつ、主たる事務所に備え置い

てあるか。（中融法第33条） 

 

  ロ 事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書及び剰余金処分案又は損失処理案

の通常総会への提出に当たっては、監事の意見書が添付されているか。（中融法第3

3条） 

 

 

３ 保証債務の弁済能力の充実の状況を示す

比率（弁済能力比率）が適正に算出・報告

されているかを検証する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 事業報告書において、弁済能力比率（以下（注１）（注２）を参照。）が正確に算

出・報告されているか。 

  (注１) 農信基にあっては、「農業信用保証保険法第８条の２の規定に基づき、農業

信用基金協会の経営の健全性を判断するための基準を定める件」（平成18年３月3

0日金融庁・農林水産省告示第５号）第１条に基づく比率 

 

  (注２) 漁信基にあっては、「中小漁業融資保証法第４条の２の規定に基づき、漁業

信用基金協会の経営の健全性を判断するための基準を定める件」（平成20年１月

28日金融庁・農林水産省告示第１号）第１条に基づく比率 
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 ロ 弁済能力比率の水準が、農業信用保証保険法施行規則第８条及び中小漁業保証法施

行規則第12条に規定された弁済能力比率に係る区分の第１区分から第４区分（改善命

令の発動対象）に該当しないか。 

 

 

 

 

４ 早期警戒のための自主基準の設定及びそ

の運営状況を検証する。（農信基のみ） 

 

 

 

 

 

 

 

 イ 業務の健全な運営に関する重要事項について審議する委員会等の設置根拠が規約に

規定されているか。 

 

 ロ 委員会等から答申された事項について、適切な措置が講じられているか。 

 

 

 

 

 

 規約 

 委員会規程等 

 自主基準 

 委員会等の諮問、答申 

 理事会議事録 

 委員会等議事録 

 関係りん議書類 

 

 



（別添） 

 

 

 

 

検  査  提  出  資  料 様 式 例 

 

 

 

（      信用基金協会 ） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検査基準日      年  月  日 

 

（前回検査基準日       年  月  日） 

 

 

 

 



検  査  提  出  資  料 

 

 

 Ⅰ  定款、業務方法書、諸規程及び内規 

 Ⅱ  事業計画書及び業務報告書等（３年度分程度） 

    １ 事業計画書 

２ 業務報告書 

３ 監事の意見書の写し 

４ 公認会計士又は監査法人の監査報告書の写し 

５ 保証債務の弁済能力の充実を示す比率の状況 

（農業信用基金協会の業務及び財産の状況の報告について（平成 19 年３月

30 日付け金監第 862 号・18 経営第 7746 号）別紙様式２号） 

（漁業信用基金協会の業務及び財産の状況の報告について（平成 20 年４月

１日付け金監第 768 号・19 水漁第 3730 号）別紙様式２号） 

 Ⅲ 中長期計画（基本計画、経営改善計画等） 

 Ⅳ 残高試算表及び資金計画書（前年度末及び検査基準日現在） 

 Ⅴ 総会及び理事会の議事録（写）（検査対象期間中に開催されたもの） 

 Ⅵ 債務保証引受事務及び代位弁済事務の処理手順（フローチャート） 

 Ⅶ 前回の農林水産省検査結果の指摘事項に対する処理状況【別紙様式１】 

 Ⅷ 検査付属資料【別紙様式２】 

  １ 業務機構図 

  ２  業務分担表 

  ３  役員調 

  ４  職員調 

  ５  監査実績調 

  ６  書抜調書 

   (1－Ａ) 預金 

(1－Ｂ) 長期預金 

   (2－Ａ) 有価証券 

(2－Ｂ) 投資有価証券 

   (3) 求償権 

   (4) 雑資産 

   (5) 固定資産 

   (6) 外部出資 

   (7) 借入金 

   (8) 雑負債 

   (9) 保証債務 

   (10) 出資金 

  ７ 債務保証依存率調 

  ８ 大口保証引受案件調 



  ９ 付保・再保証の状況 

  10  保証料の延滞状況 

  11  代位弁済及び回収状況 

  12  求償権の償却状況 

  13  保証、代位弁済等の年度別推移 

    14  保証等の推移 
 
 
  ※ 徴求部数は検査担当者数とするが、Ⅰ及びⅤの資料は各１部とする。 



 別紙様式１

                        Ⅶ    前回の農林水産省検査結果の指摘事項に対する処理状況

（前回の検査：　　  年    月    日～    月    日）

 　指 摘 事 項 （検査基準日：　 年　 月　 日） 　指摘事項に対する回答 （回答書：　 年　 月　 日）  　左の回答後の処理状況 （今回の検査基準日：　 年　 月　 日）
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 別紙様式２

　　　　　年    月    日現在 

　　　　年    月    日現在 

部  課  名 職         名 氏           名 年 齢 担当業務名 担当年数

２     業   務   分   担   表

Ⅷ     検　査　付　属　資　料

１     業   務   機   構   図
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　　　　年    月    日現在 

      

役職名 氏名 理事又は監事 現役職 所属会員名 主な経歴 備考
任期数     

 (注) １　「就任年月日」欄は、理事又は監事となった最初の就任年月日及び現役職（会長、専務等）となった最初の就任年月日を記載する。また、「任期数」欄は現役職に対する任期数（○期目）とする。

      ２　「主な経歴」欄は、現役職就任前の経歴に貴会の役職員歴がある場合は、当該経歴を含めて記載する。

      ３　「兼職名」欄は、検査基準日現在、兼職している全ての兼職先及び就任年月日を記載する。

　　　　年    月    日現在 

担当職名 氏名 年齢 学歴 職歴の概要 本会勤務年数
(現職務継続勤務年数)

最近時の給与月額 年間賞与額 備　　　考

                   円                          円

 (注) １　「最近時の給与月額」欄は、本俸、家族手当、通勤手当等毎月決まって支給されるものについて、検査基準日直近月分を記入する。

      ２　「本会勤務年数」欄には、現職務の継続勤務年数を下段に（　）書きで記入する。

      ３　「年間賞与額」欄は、検査基準日の属する年度の前年度に支給された賞与の総額を記入し、その支給基準を「備考」欄に記入する。

４     職        員        調

３     役        員        調

常勤･非
常勤の別 年齢 兼職名

就任年月日
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　　  　年  月  日 ～ 　　　　年    月    日 

実施期間 人  員 延人員 監査項目及び監査時点 ho

      人       人

 (注) 本表は、検査対象期間に実施された監事監査について記入する。

５     監    査    実    績    調
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　　　　年    月    日現在 

預    入    先 種  　類 利 率 金  　額 担保差入額 備  　　考
開 始 日 満 期 日

        ％                           円                          円

   系

   統

   機

   関

  小              計

   そ

   の

   他

  小              計

     合計

（注）１　前年度末及び検査基準日現在について、それぞれ別葉で作成する。

　　　　  なお、既存の資料等で代替できるものとする。

　　　　　以下、(2)、(4)～(8)及び(10)について同様とする。

　　　２　利率は、約定利率とし、これ以外で利率に準じるものは「備考」欄にその率を記入する。

　　　３　担保に差し入れているものは、「備考」欄に担保差入先を記入する。

期    　間

６     書    抜    調    書

（１－Ａ） 預    　金
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　　　　年    月    日現在 

預    入    先 種  　類 利 率 金  　額 担保差入額 備  　　考
開 始 日 満 期 日

        ％                           円                          円

   系

   統

   機

   関

  小              計

   そ

   の

   他

  小              計

     合計

（注）１　前年度末及び検査基準日現在について、それぞれ別葉で作成する。

　　　　  なお、既存の資料等で代替できるものとする。

　　　　　以下、(2)、(4)～(8)及び(10)について同様とする。

　　　２　利率は、約定利率とし、これ以外で利率に準じるものは「備考」欄にその率を記入する。

　　　３　担保に差し入れているものは、「備考」欄に担保差入先を記入する。

期    　間

（１－Ｂ） 長　期　預　金
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　　　　年    月    日現在 

種類 銘柄番号 取得年月日 額面金額 取得金額 枚数 利率 満期日 担保差入額 備 考

            円             円       枚           円           円       ％             円

合　計

  （注）前記「(1)預金」の(注)に同じ。

（２－Ａ）  有    価    証    券

帳簿価額

単   価 金   額
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　　　　年    月    日現在 

種類 銘柄番号 取得年月日 額面金額 取得金額 枚数 利率 満期日 担保差入額 備 考

            円             円       枚           円           円       ％             円

合　計

  （注）前記「(1)預金」の(注)に同じ。

（２－Ｂ）  投　　資　　有    価    証    券

帳簿価額

単   価 金   額
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  ①  融資機関別 (単位：円)　

               区  分 ○年度末

 融資機関名 現 在 額 代位弁済額 回収額 償却額 年度末残高 代位弁済額 回収額 償却額 年度末残高 代位弁済額 回収額 償却額 基準日現在残高

 合計

  （注）１　本表は、農業近代化資金、農業改良資金、青年等就農資金、旧農業改良資金、旧就農支援資金及び一般資金等の別に作成する。

        ２　代位弁済の発生頻度が比較的高い融資機関の原因、理由が明らかであれば、適宜その分析資料等を添付すること。

  ②  資金別 (単位：円)　

               区  分 ○年度末

 資  金  名 現 在 額 代位弁済額 回収額 償却額 年度末残高 代位弁済額 回収額 償却額 年度末残高 代位弁済額 回収額 償却額 基準日現在残高

 農業改良資金

 青年等就農資金

 旧農業改良資金

 旧就農支援資金

一 主指  農業関係資金

務定   うち畜特資金

般 大資 農家経済安定資金

臣金 農家生活改善資金

資     小  計

 副保証

金 そ資  事業資金

の金  生活資金

等 他　     小  計

    合          計

  （注）代位弁済の発生頻度が比較的高い資金及びその原因、理由が明らかであれば、適宜その分析資料等を添付すること。

一般資金等　計

（３－Ａ）  求    償    権　（農信基用）

 農業近代化資金

○年度 ○年度 ○年度(４月１日～検査基準日)

○年度 ○年度 ○年度(４月１日～検査基準日)

- 11 -



  ③  求償権分類

    １）資金別                                                                                                                              　　　（単位：件、円）

               区  分

 資金名  件  数  金額  件  数  金額  件  数  金額  件  数  金額  件  数  金額

         （     ）          （     ）          （     ）          （     ）           (     )

 農業改良資金          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）           (     )

 青年等就農資金          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）           (     )

 旧農業改良資金          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）           (     )

 旧就農支援資金          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

一 主指  農業関係資金          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

務定   うち畜特資金          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

般 大資 農家経済安定資金          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

臣金 農家生活改善資金          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）           (     )

資     小  計          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

 副保証          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

金 そ資  事業資金          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）           (     )

の金  生活資金          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

等 他　     小  計          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

         （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

    合          計          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

  （注） １　「金額」欄の( )内には、(独)農林漁業信用基金の付保額、（社）全国農協保証センターの再保証額等を除いた残高（自己リスク分）を内数として記入する。

         ２　回収見込の区分は、次による。

              分類Ａ……他に分類されない求償権

              分類Ｂ……不定期の返済等弁済条件どおりの返済が行われていないが、担保・保証人が十全に確保されている等により、全額の回収が見込まれる求償権

              分類Ｃ……担保処分等により一部の回収が見込めるが、回収額の確定が困難な求償権

              分類Ｄ……破産、行方不明、事業廃止、長期延滞等償却事由に該当している求償権

    ２）年度別推移                                                                                                                      　　　　　 （単位：件、円）

               区  分

 年  度  件  数  金額  件  数  金額  件  数  金額  件  数  金額  件  数  金額

   　　○年度末          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

   　　○年度末          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

   　　○年度末          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

   検査基準日現在          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

  （注） １　「金額」欄の( )内には、(独)農林漁業信用基金の付保額、（社）全国農協保証センターの再保証額等を除いた残高（自己リスク分）を内数として記入する。

求償権残高

一般資金等　計

 農業近代化資金

検査基準日現在求償権残高 分類Ｂ 分類Ｄ

分類Ａ 分類Ｂ 分類Ｃ 分類Ｄ

分類Ａ 分類Ｃ
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  ①  融資機関別 (単位：円)　

              　区  分 ○年度末

 融資機関名 現 在 額 代位弁済額 回収額 償却額 年度末残高 代位弁済額 回収額 償却額 年度末残高 代位弁済額 回収額 償却額 基準日現在残高

 合計

  （注）１．本表は、漁業近代化資金、一般資金等の別に作成する。

        ２．代位弁済の発生頻度が比較的高い融資機関の原因、理由が明らかであれば、適宜その分析資料等を添付すること。

  ②  資金別 (単位：円)　

               区  分 ○年度末

 資  金  名 現 在 額 代位弁済額 回収額 償却額 年度末残高 代位弁済額 回収額 償却額 年度末残高 代位弁済額 回収額 償却額 基準日現在残高

一

般

資

金

等

    小  計

 副保証

    合          計

  （注）

  　１　代位弁済の発生頻度が比較的高い資金及びその原因、理由が明らかであれば、適宜その分析資料等を添付すること。

  　２　一般資金等のうち「その他一般資金」については、欄外に勘定科目名の内訳を記載すること。

  　　　（記載例）その他一般資金：公害防止資金、災害資金、事業資金、生活資金

 その他一般資金

 漁業経営改善促進資金

 緊急融資資金

 　うち一般緊急融資資金

 　うち借換緊急融資資金

一般資金等　計

（３－Ｂ）  求    償    権　（漁信基用）

 漁業近代化資金

○年度 ○年度 ○年度(４月１日～検査基準日)

○年度 ○年度 ○年度(４月１日～検査基準日)

 金融公庫資金
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  ③  求償権分類

    １）資金別 （単位：件、円）

               区  分

 資金名 件 数  金額 件 数  金額 件 数  金額 件 数  金額 件 数  金額 件 数  金額

         （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）           (     )

一          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

         （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

般          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

         （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

資          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）           (     )

         （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

金          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

         （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

等          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

    小  計          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

 副保証          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

         （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

         （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

  （注） １　「金額」欄の( )内には、(独)農林漁業信用基金の付保額を除いた残高を内数として記入する。

         ２　回収見込の区分は、次による。

              分類Ａ …… 全額回収が可能なもの

              分類Ｂ …… 全額回収は困難であるが、一部回収可能（求償権残高の50％以上）なもの

              分類Ｃ …… 全額回収は困難であるが、一部回収可能（求償権残高の50％未満）なもの

              分類Ｄ …… 回収が極めて困難あるか、回収されたとしてもその額が少額なもの

              分類Ｅ …… 新しい求償権 － 代位弁済直後のため未だ分類整理できないもの

         ３　一般資金等のうち「その他一般資金」については、欄外に勘定科目名の内訳を記載すること。

              （記載例）その他一般資金：公害防止資金、災害資金、事業資金、生活資金

    ２）年度別推移 （単位：件、円）

             　　区  分

 年  度 件 数  金額 件 数  金額 件 数  金額 件 数  金額 件 数  金額 件 数  金額

   　　○年度末          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

   　　○年度末          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

   　　○年度末          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

   検査基準日現在          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）          （     ）

  （注）「金額」欄の( )内には、(独)農林漁業信用基金の付保額を除いた残高を内数として記入する。

 緊急融資資金

 　うち一般緊急融資資金

一般資金等　計

 漁業近代化資金

 　うち借換緊急融資資金

 その他一般資金

分類Ｅ

 金融公庫資金

 漁業経営改善促進資金

分類Ｂ 分類Ｃ 分類Ｄ分類Ａ検査基準日現在求償権残高

分類Ｃ 分類Ｄ 分類Ｅ

合          計

求償権残高 分類Ａ 分類Ｂ
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　　　　年    月    日現在　

発生年月日 相手先 金額 内容

                円

合    計

   （注）その他流動資産、差入保証金、前払費用及び長期前払費用等について作成することとし、それぞれ別葉とする。

　　　　年    月    日現在　

取得年月日 品名 数量 移動価格 減価償却引当金 現在価格 備考

                  円                   円                   円                   円

合    計

   （注）固定資産ごとの耐用年数を「備考」欄に記入する。

取得価格

（５）  固  定  資  産

（４）  雑    資    産
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　　　　年    月    日現在　

                    円                     円

系

統

機

関

小　　計

そ

の

他 小　　計

（注）漁信基においては、(独)農林漁業信用基金の出資は、特別出資を下段に内数として（　）書きすること。

　　　　年    月    日現在　

借入金種類 返済年月日 利率 担保

                  円                   円         ％

（注）１　「担保」欄は、借入れに当たって差入れた担保の品名及びその評価額を記入する。

　　　２　短期借入金、1年以内返済予定長期借入金及び長期借入金について作成することとし、それぞれ別様とする。

（６）  外  部  出  資

（７）  借　　入　　金

          備　　考出資先 出資口数 払込済額出資総額

借入金残高 借入金年月日

合　　　 計

合　　　 計

  借入先 当初借入金
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　　　　年    月    日現在　

発生年月日 内容

円　

合         計

   （注）前受収益(保証料にかかるものを除く。)、未払費用、その他流動負債及びその他固定負債等について作成することとし、それぞれ別葉とする。

　　　　年    月    日現在　

               区  分

   融資機関名

              円               円              円              円              円              円              円

     （Ａ）      （Ｂ）      （Ｃ）      （Ｄ）      （Ｅ）      （Ｆ）

合　　　　計

   （注）１　本表は、債務保証している貸付金のうち延滞が生じているものについて、延滞している貸付金元本の額を記入するものとし、１年以上延滞しているものにあっては、

　　　　　 さらに、代位弁済（代位弁済を留保しているものを含む。）処理中のもの又は除斥未処理のものに区分して記入する。

         ２　延滞期間の区分について、これと異なる取扱いをしている場合は基金協会の区分による。

         ３　「除斥済額」欄は、検査対象期間に除斥した金額を記入する。

         ４　農信基にあっては、農業近代化資金、農業改良資金、青年等就農資金、旧農業改良資金、旧就農支援資金及び一般資金等の別に作成する。

         ５　漁信基にあっては、漁業近代化資金及び一般資金等の別に、作成し、一般資金のうち根保証（カードローン）分については,下段に内数で（　）書きで記入する。

  ～３ヵ月未満債務保証残高
代弁処理中 除斥未処理　     ～１年未満

 ３ヵ月

（８）  雑    負    債

（９）  保　証　債　務

計

除斥済額

前年度 本年度

       延 滞 額 （ 元 本 ）

相手先 金額

１年以上
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　　　　年    月    日現在 

出資口数 出資口数

農業改良 青年等就農 旧農業改良 旧就農支援 農業改良 青年等就農旧農業改良旧就農支援
資金口数 資金口数 資金口数 資金口数 計 資金口数 資金口数 資金口数 資金口数 計

(農信基のみ) (農信基のみ) (農信基のみ) (農信基のみ) (農信基のみ) (農信基のみ) (農信基のみ) (農信基のみ)

        口         口        口        口        口 口         口         口        円        口        口        口        口        口 口        口         口 円

(都道府県)
(農協（又
は漁協）)

小計

(農協（又
は漁協）連

合会)

(市町村)

小計

(その他)

（　　） （　　　） （　　 ）

小計

小計

合  計

（注）１　合併等により「台帳未整理」のものは、その旨「備考」欄に記入する。

　　　２　（　）内には、特別出資金を下段に内書きする。（漁信基のみ）

出資金額 備考一般資金等口数
（特定資金）

一般資金等口数
（特定資金）

近代化資
金口数

一般資金等口
数（特定資金

を除く）

（10）  出    資    金

近代化資金
口数

一般資金等口数
（特定資金を除

く）

出資金額 備考会員名 会員名
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  融 資 機 関

件 数 金額 件 数 金額 件 数 金額 件 数 金額 件 数 金額 件 数 金額

  (農協）      件        千円      件        千円       ％      件        千円      件        千円       ％      件        千円      件        千円       ％

    地区小計

         計

　(農協連合会・中金)

         計

  (一般金融機関)

         計

    合計

   （注）１　貸出金残高は、天災資金(天災融資法に基づく災害資金)、員外貸出金及び貯金担保貸出金を除く。

         ２　農業近代化資金、農業改良資金、青年等就農資金、旧農業改良資金、旧就農支援資金及び一般資金等の別に作成する。

前々年度末

貸出金残高 債務保証残高

前年度末

貸出金残高 債務保証残高

７     債 務 保 証 依 存 率 調　（農信基のみ）

貸出金残高 債務保証残高

本年度(検査基準日現在)

依存率 依存率 依存率
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(単位：百万円） 

融資機関名 被保証者 正･准 資金名 引受金額 保証残高 資金使途 担保・保全状況等

計

   （注）１　検査基準日現在、被保証者の単位でみて、保証残高１億円以上について記入する。

         ２　「正・准」欄には、当該被保証者の農協組合員の別を記入する。

         ３　「資金名」欄には、保証要綱等に定める名称を記入する。

         ４　当該資金について、保証条件の変更あるいは延滞の発生等がある場合は「担保・保全状況等」欄にその旨記載すること。

８     大 口 保 証 引 受 案 件 調
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  ①  付保状況 （単位：千円、％） 

                     区    分 ○年度 ○年度

 資金名 対   象   額 付   保   額 付 保 割 合 対   象   額 付   保   額 付 保 割 合 対   象   額 付   保   額 付 保 割 合

 新規保証額

 残      高

 新規保証額

 農業改良資金
 残      高
 新規保証額

 青年等就農資金
 残      高
 新規保証額

 旧農業改良資金
 残      高

 新規保証額

 旧就農支援資金
 残      高

 新規保証額

主  農業関係資金
務  残      高

大  新規保証額

臣
指 農家経済安定資金  残      高

定  新規保証額

資
金 農家生活改善資金  残      高

 新規保証額

      計
 残      高

 新規保証額

 副保証
 残      高

 新規保証額

   合        計
 残      高

 農業近代化資金

○年度(４月１日～検査基準日)

９-Ａ     付 保 ・ 再 保 証 の 状 況 （農信基用）
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 ②  再保証の状況 （単位：千円、％） 

                   区 分

 資金名 付   保   額

 新規保証額

  事業資金
 残      高

 新規保証額

  生活資金
 残      高

 新規保証額

      計
 残      高

 ③  非付保険及び非再保証部分に係る代弁事故状況 （単位：千円、％） 

                   区 分

 資金名 代弁率(B/A)

 農業改良資金

 青年等就農資金

 旧農業改良資金

 旧就農支援資金

 主指  農業関係資金

 務定 農家経済安定資金

 大資 農家生活改善資金

 臣金       計

 副保証

 そ資  事業資金

 の  生活資金

 他金       計

対   象   額対   象   額 付   保   額

合   計

代弁額(B) 代弁率(B/A) 償還額+代弁額(A)

そ
の
他
資
金

一
般
資
金
等

 農業近代化資金

付 保 割 合

○年度

償還額+代弁額(A) 代弁額(B) 代弁率(B/A) 償還額+代弁額(A)

付 保 割 合

代弁額(B)

○年度

○年度 ○年度 ○年度(４月１日～検査基準日)

○年度(４月１日～検査基準日)

対   象   額 付   保   額 付 保 割 合
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  ①  付保状況 （単位：千円、％） 
                     区    分 ○年度 ○年度
 資金名 対   象   額 付   保   額 付 保 割 合 対   象   額 付   保   額 付 保 割 合 対   象   額 付   保   額 付 保 割 合

 新規保証額

 残      高
 新規保証額

 金融公庫資金
 残      高
 新規保証額

 漁業経営改善促進資金
 残      高

一

般
 新規保証額

 緊急融資資金
 残      高

資  新規保証額
　うち一般緊急融資資金

 残      高
 新規保証額

金 　うち借換緊急融資資金
 残      高

等

 新規保証額
 その他一般資金

 残      高
 新規保証額

      計
 残      高
 新規保証額

 副保証
 残      高
 新規保証額

   合        計
 残      高

（注）一般資金等のうち「その他一般資金」については、欄外に勘定科目名の内訳を記載すること。
       （記載例）その他一般資金：公害防止資金、災害資金、事業資金、生活資金

９-Ｂ     付 保 の 状 況 （漁信基用）

○年度(４月１日～検査基準日)

 漁業近代化資金
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 ②  非付保険に係る代弁事故状況 （単位：千円、％） 
             　　　　区  分
 資金名 代弁率(B/A)

（注）一般資金等のうち「その他一般資金」については、欄外に勘定科目名の内訳を記載すること。
       （記載例）その他一般資金：公害防止資金、災害資金、事業資金、生活資金

代弁額(B)
○年度 ○年度(４月１日～検査基準日)

償還額+代弁額(A) 代弁額(B) 代弁率(B/A) 償還額+代弁額(A) 代弁額(B) 代弁率(B/A) 償還額+代弁額(A)
○年度

 漁業近代化資金

一
　
般
　
資
　
金
　
等

 金融公庫資金
 漁業経営改善促進資金

 緊急融資資金
 　うち一般緊急融資資金
 　うち借換緊急融資資金

合  計

 その他一般資金
小  計

 副保証
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　　　　年    月    日現在 

                   区      分

対処方針

 融  資  機  関  名 件    数 金     額 件    数 金     額 件    数 金     額 件    数 金     額

        件           円         件           円         件           円         件           円

     合計

 （注）延滞期間の区分について、これと異なる取扱いをしている場合は基金協会の区分による。

10     保 証 料 の 延 滞 状 況

延 滞 額

～３か月未満 ３～６か月未満 ６か月～１年未満 １年以上
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（単位：円）

全部代弁 回収見込

一部代弁 の有無

の別　　 (注)6

  （Ｃ）   （Ｆ） （Ｇ）   （Ｈ）   （Ｉ）   （Ｊ）   （Ｋ）   （Ｌ）   （Ｍ）   （Ｑ）

(注)  １　本表は、検査対象期間(　　  年    月    日～　　　年    月    日)に発生した代位弁済について、１件ごとに記入する。

    ２　「資金の種類」欄は、次の区分により、該当する記号を記入する。

  記号

 管理能力不足 1

 技術能力不足 2

就  経営上の負債過多 3

旧改  生活上の負債過多 4

旧就  資金蓄積不足 5

 農業関係資金  生産価格暴落 6

 公庫資金  生産資材価格高騰 7

 畜産特別資金  本人の死亡・病気 8

 農家経済安定資金  家族の死亡・病気 9

 農家生活改善資金  災害 10

 他人の保証倒れ 11

その他  事業資金  兼業の失業・不振 12

資 金  生活資金  自己破産 13

 行方不明 14

　　３　保証限度超過の理事会特認案件であれば、「当初貸付金額」欄に特と記入する。  その他 15

    ４　「代位弁済の区分」欄には、全部代弁、一部代弁の別を記入（全部弁済は全、

　　　 一部代弁は一と記入）し、全部代弁の場合は、繰上償還の有無を記入する。

    ５　「事故発生原因」欄には、右の区分により、該当するものの番号を記入する。

　　　 なお、自己破産(13)及び行方不明(14)については、これらに至った理由を欄外に記入する。

    ６　「回収状況」のうち「弁済方法」欄には、弁済方法指示通知書において指示した弁済方法（例えば、元金均等、〇月賦、弁済期日・毎月〇日等）を記入する。
　     また、「回収見込の有無」欄には、回収見込がないもの及び回収が非常に困難と見込まれるものについては、その理由を記入する。　

他・生

 記号

農

公

畜

主・経

主・生

事故発生
原因

 旧就農支援資金

 旧農業改良資金

 
一
般
資
金
等

主務
大臣
指定
資金

副保証

近

改

副

他・事

天災による生産物の不作、災害による飼養家畜類・施設の損傷等

兼業の不振、家庭の不和、家出、自己破産、行方不明、他人の保証倒れ、直接農業以外の
原因、その他

償還意欲不足、計画性欠如、償還財源不足、経営管理不良・未熟、負債の累積・過大、他
への流用等

経験不足、技術能力の不足、経営の不振・失敗、生産物の不作(災害は除く)、無理な事業
拡大、協業の不振・失敗、過剰投資等

弁済方法

（Ｐ）（Ｏ）

請求年月日 受領年月日 受領金額

価格の暴落、価格の低迷、生産・販売時期の不適等

本人及び家族の死亡・病気、冠婚葬祭費の出費、交通事故(本人・家族の被害者）等

 農業近代化資金

（Ｎ）

検査基準日
現在残高

債務保証

引受年月

（Ｅ）（Ｄ）

請求年月日
代位弁済
年月日

代位弁済
金額

弁済期限到来の日

又は期限の利益を

失った日　　　　

全部代弁の場合の
繰上償還の有無

資　金　名

資金の種類

（Ａ） （Ｂ）

当初貸付
金額

(融資機関名)
債 務 者 名

日　　　

11-Ａ     代 位 弁 済 及 び 回 収 状 況 (農信基用）

 農業改良資金

 青年等就農資金

回 収 状 況

発生原因 (例) 区分

保証に係る借入金 代位弁済の区分 代 位 弁 済 保険金及び再保証機関代位弁済額
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（単位：円）

全部代弁 回収見込

一部代弁 の有無

の別　　 (注)6

  （Ｃ）   （Ｆ） （Ｇ）   （Ｈ）   （Ｉ）   （Ｊ）   （Ｋ）   （Ｌ）   （Ｍ）   （Ｑ）

(注)  １　本表は、検査対象期間(　　  年    月    日～　　　年    月    日)に発生した代位弁済について、１件ごとに記入する。

    ２　「資金の種類」欄は、次の区分により、該当する記号を記入する。

 記号   記号

近  管理能力不足

公  技術能力不足

改  経営上の負債過多

 生活上の負債過多

 資金蓄積不足

一緊  生産価格暴落

換緊  漁況による不漁

 生産資材価格高騰

 本人の死亡・病気

その他  家族の死亡・病気

副保  災害

　　３　保証限度超過の理事会特認案件であれば、「当初貸付金額」欄に  不慮の事故

　　　特と記入する。  他人の保証倒れ

    ４　「代位弁済の区分」欄には、全部代弁、一部代弁の別を記入（全部  兼業の失業・不振

　　　代弁は全、一部代弁は一と記入）し、全部代弁の場合は、繰上償還の  自己破産

　　　有無を記入する。  行方不明

    ５　「事故発生原因」欄には、右の区分により、該当するものの番号を  その他

　　　記入する。

　　　　なお、自己破産(15)及び行方不明(16)については、これらに至った理由を欄外に記入する。

    ６　「回収状況」のうち「弁済方法」欄には、弁済方法指示通知書において指示した弁済方法（例えば、元金均等、〇月賦、弁済期日・毎月〇日等）を記入する。
　      また、「回収見込の有無」欄には、回収見込がないもの及び回収が非常に困難と見込まれるものについては、その理由を記入する。　

資金の種類

 経験不足、技術能力の不足、経営の不振・失敗、無理な事業拡大、協業の不振・失敗、過剰投資等

一
　
般
　
資
　
金
　
等

 金融公庫資金

 漁業経営改善促進資金

15

6

7

8

9

検査基準日
現在残高

 償還意欲不足、計画性欠如、償還財源不足、経営管理不良・未熟、負債の累積・過大、他への流用等

17

11

12

13

14

16

弁済方法

（Ｐ）（Ａ） （Ｂ）

請求年月日
代位弁済
年月日

10

1

2

3

4

5

(融資機関名)
債 務 者 名 当初貸付

金額

11-Ｂ     代 位 弁 済 及 び 回 収 状 況 (漁信基用）

回 収 状 況

区分

保証に係る借入金 代位弁済の区分 代 位 弁 済 保険金及び再保証機関代位弁済額

発生原因 (例)

日　　　

（Ｅ）（Ｄ）

弁済期限到来の日

又は期限の利益を

失った日　　　　

 一般緊急融資資金

 価格の暴落、価格の低迷、生産・販売時期の不適、漁況による不漁等

代位弁済
金額

 漁業近代化資金

全部代弁の場合の
繰上償還の有無

債務保証

引受年月

資　金　名

（Ｏ）

請求年月日 受領年月日 受領金額

（Ｎ）

事故発生
原因

 災害又は不慮の事故（沈没・転覆等）による養殖魚・施設（漁船・漁具を含む）の損傷等

 兼業の不振、家庭の不和、家出、自己破産、行方不明、他人の保証倒れ、直接漁業以外の原因、その他

 借換緊急融資資金

 本人及び家族の死亡・病気、冠婚葬祭費の出費、交通事故(本人・家族の被害者）等
 その他一般資金

 副保証
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当該償却に伴って

年月日 年月日 金 額 理　由 減免した利息額  

              円             円             円

  (注) １　本表は、検査対象期間（　　  年    月    日～　　　年    月    日）に償却が行われた求償権について記入する。

       ２　「資金の種類」欄は、次の区分により、該当する記号を記入する。

 記  号

近

 農業改良資金 改

 青年等就農資金 就

 旧農業改良資金 旧改

 旧就農支援資金 旧就

 農業関係資金 農

 公庫資金 公

 畜産特別資金 畜

主・経

主・生

副

 事業資金 他・事

 生活資金 他・生

       ３　「求償権の償却」のうち、「理由」欄には、償却の理由を記入する。

       ４　「当該償却に伴って減免した利息額」欄には、求償権利息、遅延損害金を記入する。

                                                12-Ａ     求 償 権 の 償 却 状 況 （農信基用）

求 償 権 の 償 却

資金の種類 金 額

求 償 権 の 取 得
融資機関名 債務者名 回収済額

資　金　名

 農業近代化資金

一
般
資
金
等

主務大臣
指定資金

その他
資　金

副保証

農家経済安定資金

農家生活改善資金
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当該償却に伴って

年月日 年月日 金 額 理　由 減免した利息額  

              円             円             円

  (注) １　本表は、検査対象期間（　　  年    月    日～　　　年    月    日）に償却が行われた求償権について記入する。

       ２　「資金の種類」欄は、次の区分により、該当する記号を記入する。

 記号

近

公

改

一緊

換緊

その他

副保

       ３　「求償権の償却」のうち、「理由」欄には、償却の理由を記入する。

       ４　「当該償却に伴って減免した利息額」欄には、求償権利息、遅延損害金を記入する。

資　金　名

 漁業近代化資金

                                                12-Ｂ     求 償 権 の 償 却 状 況 （漁信基用）

融資機関名 債務者名
求 償 権 の 取 得

回収済額
求 償 権 の 償 却

資金の種類 金 額

一
　
般
　
資
　
金
　
等

 金融公庫資金

 その他一般資金

 副保証

 一般緊急融資資金

 借換緊急融資資金

 漁業経営改善促進資金
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（単位：件、百万円） 

新規保証額 保証残高 代位弁済額 回収額 償却額 求償権残高

件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額

（注）直近５事業年度及び検査基準日現在について記入する。

年度

13　 保 証 、代 位 弁 済 等 の 年 度 別 推 移
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①　新規保証額の推移
（単位：千円）

１　農業近代化資金

２　農業改良資金

３　青年等就農資金

４　旧農業改良資金

５　旧就農支援資金

６　一般資金等

  ア　主務大臣指定資金

  　　公庫資金

      農業経営改善促進資金

      畜特資金

      負担軽減支援資金

      教育ローン

      ○○ローン

      ○○ローン

      ○○ローン

      ○○ローン

      その他

  イ　副保証

  小　　計（ア＋イ）

  ウ　その他資金

　    教育ローン

  　  ○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　その他

合　　計（１＋２＋３＋４＋５＋６）

 （注）１　直近５事業年度及び検査基準日現在について記入する。
　　　 ２　「負担軽減支援資金」とは、農業経営負担軽減支援資金及び農家負担軽減支援特別資金を表す。
　　　 ３　「教育ローン」以下の記入については、直近事業年度末における保証残高上位５資金とし、それ
　　　　　以外は「その他」に一括して記入する。

14－Ａ　 保 証 等 の 推 移 （農信基用）

資金の種類 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度
検査基準日

現在

- 31 -



②　保証残高の推移
（単位：千円）

１　農業近代化資金

２　農業改良資金

３　青年等就農資金

４　旧農業改良資金

５　旧就農支援資金

６　一般資金等

  ア　主務大臣指定資金

  　　公庫資金

      農業経営改善促進資金

      畜特資金

      負担軽減支援資金

      教育ローン

      ○○ローン

      ○○ローン

      ○○ローン

      ○○ローン

      その他

  イ　副保証

  小　　計（ア＋イ）

  ウ　その他資金

　    教育ローン

  　  ○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　その他

合　　計（１＋２＋３＋４＋５＋６）

 （注）１　直近５事業年度及び検査基準日現在について記入する。
　　　 ２　「負担軽減支援資金」とは、農業経営負担軽減支援資金及び農家負担軽減支援特別資金を表す。
　　　 ３　「教育ローン」以下の記入については、「①新規保証額の推移」表で記入した資金名と同一の
　　　　　ものを記入する。

○年度 ○年度
検査基準日

現在
資金の種類 ○年度 ○年度 ○年度
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③　代位弁済額の推移
（単位：千円）

１　農業近代化資金

２　農業改良資金

３　青年等就農資金

４　旧農業改良資金

５　旧就農支援資金

６　一般資金等

  ア　主務大臣指定資金

  　　公庫資金

      農業経営改善促進資金

      畜特資金

      負担軽減支援資金

      教育ローン

      ○○ローン

      ○○ローン

      ○○ローン

      ○○ローン

      その他

  イ　副保証

  小　　計（ア＋イ）

  ウ　その他資金

　    教育ローン

  　  ○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　その他

合　　計（１＋２＋３＋４＋５＋６）

 （注）１　直近５事業年度及び検査基準日現在について記入する。
　　　 ２　「負担軽減支援資金」とは、農業経営負担軽減支援資金及び農家負担軽減支援特別資金を表す。
　　　 ３　「教育ローン」以下の記入については、「①新規保証額の推移」表で記入した資金名と同一の
　　　　　ものを記入する。

○年度 ○年度
検査基準日

現在
資金の種類 ○年度 ○年度 ○年度
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④　求償権残高の推移
（単位：千円）

１　農業近代化資金

２　農業改良資金

３　青年等就農資金

４　旧農業改良資金

５　旧就農支援資金

６　一般資金等

  ア　主務大臣指定資金

  　　公庫資金

      農業経営改善促進資金

      畜特資金

      負担軽減支援資金

      教育ローン

      ○○ローン

      ○○ローン

      ○○ローン

      ○○ローン

      その他

  イ　副保証

  小　　計（ア＋イ）

  ウ　その他資金

　    教育ローン

  　  ○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　その他

合　　計（１＋２＋３＋４＋５＋６）

 （注）１　直近５事業年度及び検査基準日現在について記入する。
　　　 ２　「負担軽減支援資金」とは、農業経営負担軽減支援資金及び農家負担軽減支援特別資金を表す。
　　　 ３　「教育ローン」以下の記入については、「①新規保証額の推移」表で記入した資金名と同一の
　　　　　ものを記入する。

○年度 ○年度
検査基準日

現在
資金の種類 ○年度 ○年度 ○年度
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①　新規保証額の推移
（単位：千円）

１　漁業近代化資金

２　一般資金等

  ア　一般資金

 　　　 金融公庫資金

 　　　 漁業経営改善促進資金

 　　　 緊急融資資金

    　　　うち一般緊急融資資金

    　　　うち借換緊急融資資金

 　　　 その他一般資金

    小  計

  イ　副保証

  小　　計（ア＋イ）

  ウ　その他資金

　    教育ローン

  　  ○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　その他

合　　計（１＋２）

 （注）１ 直近５事業年度及び検査基準日現在について記入する。

　　　 ２ 「教育ローン」以下の記入については、直近事業年度末における保証残高上位５資金とし、

　　　　　それ以外は「その他」に一括して記入する。
　　　 ２ 「負担軽減支援資金」とは、農業経営負担軽減支援資金及び農家負担軽減支援特別資金を表す。
　　　 ３ 「教育ローン」以下の記入については、直近事業年度末における保証残高上位５資金とし、それ
　　　　　以外は「その他」に一括して記入する。
　　　 ４　一般資金等のうち「その他一般資金」については、欄外に勘定科目名の内訳を記載すること。
          （記載例）その他一般資金：公害防止資金、災害資金、事業資金、生活資金

14－Ｂ　 保 証 等 の 推 移 （漁信基用）

資金の種類 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度 ○年度
検査基準日

現在
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②　保証残高の推移
（単位：千円）

１　漁業近代化資金

２　一般資金等

  ア　一般資金

 　　　 金融公庫資金

 　　　 漁業経営改善促進資金

 　　　 緊急融資資金

    　　　うち一般緊急融資資金

    　　　うち借換緊急融資資金

 　　　 その他一般資金

    小  計

  イ　副保証

  小　　計（ア＋イ）

  ウ　その他資金

　    教育ローン

  　  ○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　その他

合　　計（１＋２）

 （注）１　直近５事業年度及び検査基準日現在について記入する。

　　　 ２　「教育ローン」以下の記入については、「①新規保証額の推移」表で記入した資金名と同一の
　　　　　ものを記入する。
　　　 ２　「負担軽減支援資金」とは、農業経営負担軽減支援資金及び農家負担軽減支援特別資金を表す。
　　　 ３　「教育ローン」以下の記入については、「①新規保証額の推移」表で記入した資金名と同一の
　　　　　ものを記入する。
　　　 ４　一般資金等のうち「その他一般資金」については、欄外に勘定科目名の内訳を記載すること。
          （記載例）その他一般資金：公害防止資金、災害資金、事業資金、生活資金

○年度 ○年度
検査基準日

現在
資金の種類 ○年度 ○年度 ○年度
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③　代位弁済額の推移
（単位：千円）

１　漁業近代化資金

２　一般資金等

  ア　一般資金

 　　　 金融公庫資金

 　　　 漁業経営改善促進資金

 　　　 緊急融資資金

    　　　うち一般緊急融資資金

    　　　うち借換緊急融資資金

 　　　 その他一般資金

    小  計

  イ　副保証

  小　　計（ア＋イ）

  ウ　その他資金

　    教育ローン

  　  ○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　その他

合　　計（１＋２）

 （注）１　直近５事業年度及び検査基準日現在について記入する。

　　　 ２　「教育ローン」以下の記入については、「①新規保証額の推移」表で記入した資金名と同一の
　　　　　ものを記入する。
　　　 ２　「負担軽減支援資金」とは、農業経営負担軽減支援資金及び農家負担軽減支援特別資金を表す。
　　　 ３　「教育ローン」以下の記入については、「①新規保証額の推移」表で記入した資金名と同一の
　　　　　ものを記入する。
　　　 ４　一般資金等のうち「その他一般資金」については、欄外に勘定科目名の内訳を記載すること。
          （記載例）その他一般資金：公害防止資金、災害資金、事業資金、生活資金

○年度 ○年度
検査基準日

現在
資金の種類 ○年度 ○年度 ○年度

- 37 -



④　求償権残高の推移
（単位：千円）

１　漁業近代化資金

２　一般資金等

  ア　一般資金

 　　　 金融公庫資金

 　　　 漁業経営改善促進資金

 　　　 緊急融資資金

    　　　うち一般緊急融資資金

    　　　うち借換緊急融資資金

 　　　 その他一般資金

    小  計

  イ　副保証

  小　　計（ア＋イ）

  ウ　その他資金

　    教育ローン

  　  ○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　○○ローン

    　その他

合　　計（１＋２）

 （注）１　直近５事業年度及び検査基準日現在について記入する。

　　　 ２　「教育ローン」以下の記入については、「①新規保証額の推移」表で記入した資金名と同一の
　　　　　ものを記入する。
　　　 ２　「負担軽減支援資金」とは、農業経営負担軽減支援資金及び農家負担軽減支援特別資金を表す。
　　　 ３　「教育ローン」以下の記入については、「①新規保証額の推移」表で記入した資金名と同一の
　　　　　ものを記入する。
　　　 ４　一般資金等のうち「その他一般資金」については、欄外に勘定科目名の内訳を記載すること。
          （記載例）その他一般資金：公害防止資金、災害資金、事業資金、生活資金

○年度 ○年度
検査基準日

現在
資金の種類 ○年度 ○年度 ○年度
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